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一
　
本
稿
の
目
的

㈠
　
真
実
義
務
論
の
課
題

　
今
日
、
わ
が
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
二
条
の
信
義
則
規
定
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
解
釈
上
、
真
実
義
務
を
認
め
る
見
解
が
圧
倒
的
に
多

数
と
な
っ
て
い（
1
）る。
多
数
説
が
認
め
る
と
こ
ろ
の
真
実
義
務
と
は
、
主
観
的
真
実
を
述
べ
る
義
務
、
す
な
わ
ち
、「
当
事
者
は
、
故
意
に

虚
偽
の
陳
述
を
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
故
意
に
虚
偽
の
否
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
消
極
的
義
務
で
あ
る
。
他
方
、「
当
事
者
は
、

主
張
責
任
の
所
在
に
関
わ
ら
ず
、
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
実
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
義
務
（「
完
全
陳
述
義
務
」
ま
た

は
「
積
極
的
真
実
義
務
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、
弁
論
主
義
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
や
す
い
と
の
理
由
か
ら
、
わ
が
国
で
は
伝
統
的

に
、
真
実
義
務
の
内
容
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い（
2
）る。

　
こ
の
よ
う
に
虚
偽
陳
述
の
禁
止
と
い
う
意
味
に
お
け
る
真
実
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
現
行
民
事
訴
訟
法
の
下
で
は
、
真
実
義
務
を
認
め
た
と
し
て
も
、
実
効
的
な
義
務
履
行
確
保
の
手
段
に
欠
け
る
と
い
う
問
題
が
あ

る（
3
）。
そ
の
た
め
、
理
念
的
な
法
規
範
と
し
て
の
意
味
を
超
え
て
、
真
実
義
務
に
ど
こ
ま
で
実
効
的
な
主
張
規
律
と
し
て
の
役
割
を
期
待
で

き
る
か
が
、
真
実
義
務
論
に
お
け
る
今
日
的
な
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
真
実
義
務
は
、
虚
偽
主
張
の
抑
止
や
早
期
排
斥
に

有
効
な
規
律
と
は
言
え
な
い
と
の
伝
統
的
な
理
解
が
未
だ
大
勢
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
最
近
で
は
、
真
実
義
務
の
実
効
化
を
説
く
論
調

も
増
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
松
本
博
之
教
授
は
、
真
実
義
務
違
反
が
再
審
事
由
に
な
り
う
る
こ
と
や
、
相
手
方
の
損
害
賠
償
請
求
権
を

発
生
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
真
実
義
務
の
実
際
的
効
用
を
説（
4
）く。
ま
た
、
加
藤
新
太
郎
判
事
は
、
実
体
的
真
実
発
見
の
た

め
に
は
、
弁
護
士
の
職
務
規
範
を
媒
介
と
し
て
、
真
実
義
務
を
実
効
的
な
規
範
と
し
て
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い（
5
）う。

さ
ら
に
、
虚

偽
陳
述
の
禁
止
と
い
う
行
為
規
範
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
立
法
論
と
し
て
、
真
実
義
務
の
明
文
化
を
提
唱
す
る
見
解
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も
あ（
6
）る。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
次
の
二
つ
の
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
真
実
義
務
は
倫
理
的
道
徳
的
な
要
求

を
法
規
範
化
し
た
も
の
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
の
押
し
付
け
と
な
ら
な
い
よ
う
、
過
度
な
実
効
化
に
は
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
が
あ（
7
）る。
し
か
し
、
他
方
で
、
真
実
義
務
が
実
効
化
さ
れ
れ
ば
、
主
張
過
程
に
お
け
る
真
実
発
見
の

要
請
が
担
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
無
用
な
争
点
を
主
張
の
レ
ベ
ル
で
あ
ら
か
じ
め
排
除
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
と
な
）
8
（

る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
論
と
し
て
は
、
当
事
者
の
弁
論
権
へ
の
過
度
な
制
約
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
真
実
義
務
の
実
効
化
を
検
討
し
て
い
く
こ
と

が
望
ま
し
い
と
言
え
よ
う
。

㈡
　
本
稿
の
位
置
づ
け

　
真
実
義
務
の
実
効
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
過
程
で
は
、
真
実
義
務
に
お
け
る
行
為
規
範
の
明
確
化
に
も
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
の
よ
う
に
「
故
意
に
虚
偽
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
内
容
は
漠
然

不
明
確
で
、
行
為
規
範
と
し
て
も
十
分
な
機
能
を
果
た
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
が
、
虚
偽
で
あ
る
と
の
確
証
ま
で
は

な
い
が
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
虚
偽
陳
述
に
該
当
す
る
の
か
。
あ
る
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
、
当
初

は
間
違
い
な
く
真
実
と
思
っ
て
い
た
が
、
審
理
が
進
む
に
つ
れ
記
憶
違
い
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
当
事
者

は
、
主
張
を
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
当
事
者
自
身
が
直
接
経
験
し
た
事
実
で
は
な
く
、
伝
聞
や
信
念
に
基
づ
い
て
事
実
の
存

否
を
主
張
す
る
ケ
ー
ス
は
多
い
が
、
こ
の
と
き
、
当
事
者
が
故
意
に
虚
偽
を
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
な

ど
、
多
く
の
疑
問
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
虚
偽
陳
述
の
禁
止
を
含
む
主
張
規
律
規
定
と
し
て
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
（
以
下
、「
ル
ー
ル

11
」
と
す
る
）
が
存
在
す（
9
）る。

後
述
の
よ
う
に
、
同
規
定
に
お
け
る
規
律
内
容
は
、
わ
が
国
の
真
実
義
務
に
お
け
る
議
論
に
比
べ
て
格
段
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に
仔
細
で
あ
り
（
後
述
第
三
章
を
参
照
）、
真
実
義
務
に
お
け
る
行
為
規
範
の
明
確
化
を
考
え
る
う
え
で
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

も
っ
と
も
、
ル
ー
ル
11
は
、
一
九
三
八
年
に
連
邦
民
訴
規
則
が
制
定
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
今
日
の
よ
う
に
精
細
な
規
定
と
し
て
存
在
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
規
律
内
容
が
充
実
し
た
の
は
、
一
九
八
三
年
と
一
九
九
三
年
の
改
正
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ー

ル
11
の
現
行
規
定
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
規
定
の
変
遷
過
程
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
ル
ー
ル
11
の
制
定
経
緯
お
よ
び
改
正
経
緯
を
振
り
返
り
、
主
張
規
律
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て

き
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
後
、
ル
ー
ル
11
の
現
行
規
定
に
お
け
る
主
張
規
律
ス
キ
ー
ム
を
確
認
し
、
真
実
義
務
と
の
比
較
法
的

考
察
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
は
、
ル
ー
ル
11
の
現
行
規
定
に
関
す
る
具
体
的
な
解
釈
論
や
裁
判
例
を
紹

介
す
る
に
あ
た
り
、
準
備
的
考
察
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ル
ー
ル
11
に
関
し
て
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
多
数
の

優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
真
実
義
務
論
と
の
対
比
と
い
う
視
点
か
ら
ル
ー
ル
11
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
は

な
）
10
（
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
多
く
を
依
拠
し
つ
つ
も
、
従
来
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、
ル
ー
ル
11
に
つ
い
て
論
ず
る
こ

と
と
す
る
。

二
　
ル
ー
ル
11
に
み
る
主
張
規
律
の
変
遷

㈠
　
連
邦
民
訴
規
則
制
定
前
の
状
況

―
真
実
宣
誓
制
度

　
ル
ー
ル
11
は
、
一
九
三
八
年
に
連
邦
民
訴
規
則
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
当
時
広
く
普
及
し
て
い
た
「
真
実
宣
誓
制
度
（verification

）」

の
一
般
的
利
用
を
廃
止
す
る
代
わ
り
と
し
て
、
導
入
さ
れ
た
規
定
で
あ
）
11
（

る
。
そ
こ
で
、
連
邦
民
訴
規
則
の
制
定
前
に
遡
り
、
ま
ず
、
真
実

宣
誓
制
度
の
概
略
を
述
べ
て
お
く
。
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1　

真
実
宣
誓
制
度
と
は

　
⑴
　
真
実
宣
誓
制
度
の
内
容

　
真
実
宣
誓
制
度
と
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
を
提
出
す
る
当
事
者
は
、
書
面
の
記
載
が
真
実
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
宣
誓

（verify
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
制
度
で
あ
）
12
（
る
。
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
と
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
（
訴
え
提
起
の
直
後
に
、

書
面
に
よ
っ
て
主
張
の
応
酬
が
な
さ
れ
る
手
続
）
に
お
い
て
、
当
事
者
か
ら
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
書
面
で
あ
っ
て
、
請
求
権
の
存
否
に
関
す

る
主
張
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
種
類
に
は
、
原
告
が
提
出
す
るcom

plaint

（
わ
が
国
の
訴
状
に
相
当
）

や
、
被
告
が
提
出
す
るansw

er

（
わ
が
国
の
答
弁
書
に
相
当
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
は
、
弁
護
士
が
訴
訟
代

理
人
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
な
い
事
件
で
は
、
当
事
者
本
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
が
、
弁
護
士
が
選
任
さ
れ
て
い
る
事
件
で
は
、
普
通

は
当
該
弁
護
士
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
作
成
者
が
弁
護
士
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
真
実
宣
誓
を
お
こ
な
う
主
体
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
が
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
内
容
が
虚

偽
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
宣
誓
し
た
と
き
は
、
刑
法
上
の
偽
証
罪
（perjury

）
が
成
立
す
）
13
（
る
。

　
真
実
宣
誓
の
方
法
に
は
、
次
の
二
通
り
が
あ
る
。
一
つ
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
際
に
、
当
事
者
の
宣
誓
供

述
書
（affid

）
14
（

avit

）
を
添
付
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
宣
誓
文
言
が
記
載
さ
れ
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
当
事
者
が

署
名
し
、
そ
の
後
、
当
該
書
面
に
公
証
人
に
よ
る
認
証
を
受
け
る
と
い
う
方
法
で
あ
）
15
（

る
。
宣
誓
と
い
う
手
段
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
真
実
宣
誓
は
、
当
事
者
に
対
し
、
主
観
的
真
実
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
虚
偽
陳
述
を
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
課
し
た
規
律
で
あ
る
。

　
⑵
　
真
実
宣
誓
制
度
の
趣
旨

　
意
欲
的
な
司
法
改
革
論
者
で
あ
っ
たD

avid D
udley Field

が
起
草
し
た
一
八
四
八
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
民
事
訴
訟
法
典
の
こ
と
を
、

一
般
に
、「
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
が
、
真
実
宣
誓
制
度
が
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
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か
ら
で
あ
）
16
（
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
の
最
終
草
案
に
は
、「
当
事
者
ま
た
は
代
理
人
も
し
く
は
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
は
、

com
plaint, answ

er, reply

に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
、
同
規
定

が
そ
の
ま
ま
一
八
四
八
年
法
典
へ
と
引
き
継
が
れ
）
17
（
た
。
な
お
、
同
規
定
の
文
言
上
は
、「
代
理
人
も
し
く
は
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」

も
、
当
事
者
と
並
ん
で
宣
誓
主
体
と
な
り
得
る
と
さ
れ
た
が
、
解
釈
上
、
代
理
人
ま
た
は
弁
護
士
が
宣
誓
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当

事
者
本
人
が
外
国
に
い
て
宣
誓
の
た
め
の
署
名
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
例
外
的
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て

い
）
18
（
た
。

　
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
真
実
宣
誓
制
度
の
導
入
は
、
以
下
で
み
る
よ
う
な
二
つ
の
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、

争
点
整
理
過
程
に
お
け
る
真
実
の
発
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
の
下
で
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
は
、
陪
審
に

よ
る
ト
ラ
イ
ア
ル
審
理
に
先
行
し
て
争
点
整
理
を
お
こ
な
う
た
め
の
主
た
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
は
、
実
体
的
真
実
に
照

ら
し
て
偽
り
の
争
点
と
真
の
争
点
を
識
別
し
、
早
期
に
真
の
争
点
へ
到
達
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
書
面
に
お
け
る
虚
偽
主
張
や
虚
偽
否
認
を
禁
止
し
、
真
実
に
沿
っ
た
主
張
を
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
19
（

た
。

　
も
う
一
つ
の
目
的
は
、
主
張
の
誠
実
性
の
確
保
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
の
最
終
草
案
に
お
い
て
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面

に
お
け
る
虚
偽
の
陳
述
を
禁
ず
べ
き
理
由
と
し
て
、
次
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
裁
判
所
は
、「
倫
理
的
な
機
関
（school 

of m
orals

）」
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
道
徳
の
手
本
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
真
実
に
対
し
て
も
神
聖
で
あ
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
第
二
に
、
あ
る
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
に
基
づ
き
相
手
方
に
対
し
権
利
を
行
使
す
る
こ

と
は
、
明
ら
か
に
正
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
不
当
な
権
利
行
使
か
ら
市
民
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
訴

訟
は
、
そ
れ
に
費
や
さ
れ
る
公
務
員
の
労
力
の
点
か
ら
み
て
も
、
証
人
ま
た
は
陪
審
員
と
し
て
参
加
を
強
要
さ
れ
る
市
民
の
労
力
の
点
か

ら
み
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
コ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、「
根
拠
の
な
い
訴
訟
（frivolous or fictitious law

suits

）」
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
仕

組
み
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
当
事
者
自
身
が
信
じ
て
い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
も
無
制
限
に
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
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よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
の
改
革
は
決
し
て
成
功
し
な
）
20
（
い
。
以
上
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
虚
偽
陳
述
に

は
、
不
道
徳
性
や
、
相
手
方
お
よ
び
司
法
制
度
に
不
当
な
負
担
を
課
す
と
い
っ
た
内
在
的
弊
害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
真
実

宣
誓
制
度
は
、
こ
う
し
た
弊
害
を
未
然
に
防
ぎ
、
主
張
の
誠
実
性
を
確
保
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

2　

真
実
宣
誓
制
度
の
利
用
の
拡
大

　Field

が
主
導
し
た
訴
訟
制
度
改
革
は
、
ア
メ
リ
カ
全
土
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
の
制
定
か
ら
五
〇
年
足
ら

ず
の
間
に
、
同
法
典
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
の
民
事
訴
訟
法
典
を
制
定
し
た
州
は
、
ア
メ
リ
カ
全
州
の
過
半
数
を
上
回
る
二
七
州
に
達
す
る

ま
で
に
な
っ
）
21
（
た
。
こ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
に
お
け
る
真
実
宣
誓
制
度
の
利
用
も
、
ア
メ
リ
カ
全
土
へ
急
速
に
拡

大
し
て
い
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
各
州
に
お
け
る
真
実
宣
誓
制
度
の
導
入
の
仕
方
に
は
、
大
別
し
て
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
）
22
（
た
。
ま
ず
、

フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
と
同
じ
く
、
一
律
に
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
へ
の
宣
誓
を
義
務
づ
け
る
方
法
を
採
っ
た
若
干
の
例
が
あ
っ
）
23
（

た
。
こ

れ
に
対
し
、
宣
誓
は
義
務
で
は
な
く
、
相
手
方
に
対
し
「
誠
実
で
あ
れ
」
と
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
と
解
し
、
当
事
者
が
自
己
の
プ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
書
面
に
宣
誓
を
す
る
こ
と
で
、
相
手
方
に
対
し
て
当
該
権
利
を
行
使
し
た
と
み
る
立
場
も
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
に
依
拠
し
た
州

は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
当
事
者
が
宣
誓
を
し
た
後
は
、
も
う
一
方
の
当
事
者
も
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
ぶ
り
を
採
用
し

た
）
24
（

。
さ
ら
に
、
原
則
と
し
て
、
真
実
宣
誓
の
必
要
は
な
い
が
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
お
い
て
一
定
の
事
項
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、

例
外
的
に
宣
誓
を
要
す
る
と
い
う
規
定
ぶ
り
を
採
用
し
た
若
干
の
例
も
あ
っ
）
25
（

た
。

3　

真
実
宣
誓
制
度
へ
の
批
判
の
高
ま
り

　
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
、
真
実
宣
誓
制
度
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
第
一
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
宣
誓
の
形
骸
化
で
あ
る
。
形
骸
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
偽
証
罪
の
訴
追

の
恐
れ
が
著
し
く
低
か
っ
た
こ
と
や
、
宣
誓
が
慣
習
化
す
る
に
つ
れ
、
宣
誓
に
本
来
期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
厳
粛
さ
が
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
26
（
る
。
連
邦
民
訴
規
則
制
定
時
の
諮
問
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
たM

organ

判
事
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
イ
ア

ル
に
お
け
る
審
理
の
結
果
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
記
載
内
容
の
真
実
性
に
疑
い
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
書
面
に
宣
誓
し

た
当
事
者
は
、「
弁
護
士
が
署
名
し
ろ
と
い
う
の
で
し
た
だ
け
だ
」
と
開
き
直
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
）
27
（

う
。

　
真
実
宣
誓
制
度
の
第
二
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
両
立
し
な
い
事
実
を
選
択
的
に
主
張
す
る
こ
と
へ
の
萎
縮
効
果
で
あ
）
28
（
る
。

こ
の
問
題
が
顕
在
化
し
た
有
名
な
例
は
、Bell v. Brow
n

事
件
で
あ
）
29
（

る
。
同
事
件
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
の
明
渡
請
求
訴
訟
で
あ
り
、

原
告
の
土
地
所
有
権
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。
被
告
は
、answ

er

に
お
い
て
、
原
告
が
本
件
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度

も
な
い
と
主
張
し
、
同
時
に
、
原
告
の
所
有
権
喪
失
事
由
と
し
て
、
所
有
権
放
棄
お
よ
び
所
有
地
の
公
用
没
収
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
原
告
は
、「
原
告
に
終
始
所
有
権
が
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
主
張
と
、
原
告
に
所
有
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
所
有

権
喪
失
の
主
張
の
両
方
が
真
実
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
の
理
由
で
、
被
告
に
対
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
防
御
方
法
に
限
定
す
る

こ
と
を
求
め
た
。
原
告
の
論
旨
は
、「
真
実
宣
誓
制
度
の
目
的
は
、
真
実
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
事
実
が
、
一
つ
の
プ

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
お
い
て
、
一
方
で
は
否
認
さ
れ
他
方
で
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
真
実
宣
誓
制
度
は
破
綻
す
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
30
（
た
。

　
第
一
審
は
、
原
告
の
主
張
を
い
れ
、
被
告
が
所
有
権
喪
失
の
主
張
を
防
御
方
法
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
さ
ら
に
、
ト
ラ
イ

ア
ル
に
お
け
る
関
連
証
拠
の
提
出
も
禁
じ
た
（
控
訴
審
も
一
審
判
決
を
維
）
31
（

持
）。
上
告
審
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、
原
審
の

判
断
を
不
当
と
し
て
破
棄
・
差
し
戻
し
た
が
、
同
事
件
は
、
真
実
宣
誓
制
度
が
、
両
立
し
な
い
事
実
に
つ
い
て
の
仮
定
的
主
張
や
選
択
的

主
張
を
封
じ
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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㈡
　
一
九
三
八
年
連
邦
民
訴
規
則
制
定
時
の
ル
ー
ル
11
規
定

1　

立
法
経
緯
お
よ
び
立
法
趣
旨

　
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、「
真
実
宣
誓
制
度
は
、
正
直
者
の
犠
牲
の
も
と
に
、
不
道
徳
な
も
の
を
優
遇
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
）
32
（

る
」

と
さ
え
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
真
実
宣
誓
制
度
の
機
能
不
全
は
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
八
年
に
施
行
さ
れ
た
連

邦
民
訴
規
則
の
ル
ー
ル
11
規
定
（
以
下
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
」
と
す
る
）
で
は
、
真
実
宣
誓
制
度
の
一
般
的
利
用
は
廃
止
さ
）
33
（

れ
、
真
実
宣
誓

制
度
に
代
わ
り
、
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
を
義
務
主
体
と
し
て
、
主
張
の
誠
実
性
を
確
保
す
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
が
採
用
さ
れ
る
に

至
っ
）
34
（

た
。
す
な
わ
ち
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
は
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
に
署
名
を
義
務
づ
け
、
当
該
署
名
に
よ
っ
て
、
①
プ
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
書
面
の
内
容
を
「
確
認
（read
）」
し
た
こ
）
35
（

と
、
②
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
内
容
が
「
正
当
な
理
由
（good ground

）」
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
、
③
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
が
訴
訟
遅
延
を
招
く
目
的
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
確
証
さ
せ
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
弁
護
士
が
、
確
証
事
項
に
反
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
署
名
し
た

と
き
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
書
面
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
違
反
行
為
を
お
こ
な
っ
た
弁
護
士
個
人
に
対
し
、
適
切
な
懲
戒

処
分
を
科
す
こ
と
も
で
き
る
と
定
め
）
36
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
弁
護
士
を
義
務
主
体
と
す
る
新
制
度
が
導
入
さ
れ
た
理
由
は
、
弁
護
士
倫
理
の
領
域
で
は
、
弁
護
士
に
訴
訟
誠
実
追
行
義

務
が
あ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
お
）
37
（

り
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
濫
用
的
な
主
張
を
防
ぐ
に
は
、
署
名
に
よ
っ
て
確
証
し

た
弁
護
士
を
、
裁
判
所
が
懲
戒
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
方
が
、
偽
証
罪
よ
り
も
効
果
）
38
（

的
」
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

う
し
た
新
制
度
が
採
用
さ
れ
た
立
法
技
術
上
の
理
由
と
し
て
、
弁
護
士
の
署
名
に
よ
り
前
記
三
つ
の
事
項
を
確
証
し
た
も
の
と
す
る
と
の

規
定
が
、
一
九
三
八
年
当
時
、
既
に
連
邦
エ
ク
イ
テ
ィ
規
則
二
四
条
に
存
在
し
て
お
り
、
同
規
定
の
文
言
を
参
考
と
す
る
こ
と
が
簡
便
で

あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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な
お
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
前
身
で
あ
る
真
実
宣
誓
制
度
に
は
、
主
張
の
誠
実
性
の
確
保
と
、
争
点
整
理
過
程

に
お
け
る
真
実
の
発
見
と
い
う
二
つ
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
民
訴
規
則
の
制
定
時
に
は
、
争
点
整
理
過
程
に

お
い
て
偽
り
の
争
点
か
真
の
争
点
か
を
識
別
す
る
に
は
、
主
張
と
証
拠
の
照
ら
し
合
わ
せ
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
デ
ィ
ス
カ

ヴ
ァ
リ
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
争
点
整
理
の
た
め
の
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ス
が
新
設
さ

れ
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
に
お
け
る
争
点
整
理
機
能
は
大
幅
に
縮
減
さ
れ
）
39
（

た
。
そ
の
た
め
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
主
た
る
役
割
と
し
て

は
、
争
点
整
理
過
程
に
お
け
る
真
実
発
見
の
点
は
喪
失
し
、
主
張
の
誠
実
性
の
確
保
に
絞
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
適
当

で
あ
）
40
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
て
新
設
さ
れ
た
規
定
に
、
そ
の
当
時
、
真
実
宣
誓
制
度
を
し
の
ぐ
実
効
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
つ

ま
び
ら
か
で
な
い
。
条
文
上
は
、
裁
判
所
に
よ
る
弁
護
士
の
懲
戒
と
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
排
斥
と
い
う
二
つ
の
制
裁
規
定
が
具
備

さ
れ
た
が
、
む
し
ろ
、
当
時
の
論
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
実
効
性
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、M

oore

教

授
は
、「
ル
ー
ル
11
は
、
弁
護
士
に
対
し
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
作
成
お
よ
び
提
出
に
つ
い
て
、
道
徳
的
か
つ
職
業
倫
理
的
な
義
務

を
課
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
）
41
（
う
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
起
草
者
で
あ
っ
たSunderland

教
授
も
、「
真
実
宣
誓
制
度
の
無
用
性

に
照
ら
せ
ば
、
弁
護
士
に
よ
る
確
証
と
い
う
プ
ラ
ン
は
、
少
な
く
と
も
試
し
て
み
る
だ
け
の
価
値
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る

に
と
ど
ま
）
42
（
る
。
同
じ
く
連
邦
民
訴
規
則
の
起
草
者
で
あ
っ
たClark

教
授
は
、
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
事
を
し
て
い
た
頃
、

ル
ー
ル
11
の
実
効
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
消
極
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
士
に
対
し
、
ル
ー
ル
11
違
反
を
問
う
べ

き
ケ
ー
ス
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
当
該
弁
護
士
が
、
不
注
意
に
よ
っ
て
規
律
に
違
反
し
た
の
か
、
規
律
を
故
意
に
無
視
し
た
の

か
を
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
さ
ら
に
、
制
裁
を
賦
課
し
た
と
な
れ
ば
、
そ
の
制
裁
賦
課
命
令
の
妥
当
性
・
適
法
性
を
め
ぐ
る
争
い
が

勃
発
す
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
制
裁
の
発
動
は
裁
判
所
の
義
務
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
一
つ
の
ケ
ー

ス
を
制
裁
に
よ
り
処
遇
し
た
と
こ
ろ
で
、「
箒
で
海
を
掃
く
よ
う
な
も
の
」
で
あ
）
43
（
る
。
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2　

一
九
三
八
年
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
に
お
け
る
行
為
規
範

　
先
述
の
よ
う
に
、
ル
ー
ル
11
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
は
、
弁
護
士
倫
理
へ
の
期
待
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
張
の
誠
実
性
を
確
保
す

る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
含
む
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
が
、「
不
誠
実
」
な
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
実
宣
誓
制
度
の
下
で
は
、
故
意
の
虚
偽
陳
述
の
み
が
禁
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
下
で
禁

じ
ら
れ
た
不
誠
実
な
主
張
の
態
様
は
、
故
意
の
虚
偽
陳
述
よ
り
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
規
定
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
は
、
訴
訟
遅
延
を
主
た
る
目
的
と
し
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面

の
提
出
や
、
誹
謗
中
傷
的
な
主
張
を
含
む
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
提
出
も
禁
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
虚
偽
陳
述
と
の
関
係
で

は
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
内
容
が
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
た
。
こ
の
文
言
自
体
か
ら
は
、
弁
護
士
が
信
ず
べ
き
対
象
は
な
に
か
、
正
当
な
理
由
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
弁
護
士
の
心
証

は
ど
の
程
度
確
か
ら
し
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
か
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
、
一
義
的
に
明
ら
か
と
は
言
え
な
）
44
（
い
。
し
か
し
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
規
定
の
適
用
が
争
わ
れ
た
数
少
な
い
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
同
文
言
は
、
少
な
く
と
も
故
意
に
よ
る
虚
偽
陳
述
の
禁
止
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　
た
と
え
ば
、
弁
護
士
が
、
書
面
に
お
け
る
主
張
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
信
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ル
ー

ル
11
違
反
に
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
述
べ
た
裁
判
例
）
45
（
や
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
お
け
る
主
張
内
容
が
客
観
的
真
実
に
反
す
る
こ
と

が
公
的
記
録
と
照
合
し
た
結
果
な
ど
か
ら
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
、
弁
護
士
の
主
観
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
ル
ー
ル
11
違

反
を
認
定
し
た
裁
判
例
が
あ
）
46
（

る
。
ま
た
、
約
款
内
に
Ａ
と
い
う
不
当
条
項
を
有
す
る
複
数
の
不
動
産
ロ
ー
ン
会
社
に
対
し
、
共
謀
に
よ
る

独
禁
法
違
背
を
理
由
と
し
て
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
件
で
は
、
原
告
側
弁
護
士
が
、
被
告
の
特
定
に
か
か
る
コ
ス
ト

の
削
減
を
目
的
と
し
て
、
Ａ
と
い
う
不
当
条
項
の
利
用
の
有
無
を
調
査
す
る
代
わ
り
に
、
地
域
の
電
話
帳
に
記
載
さ
れ
た
不
動
産
ロ
ー
ン

会
社
す
べ
て
を
被
告
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、「
原
告
側
弁
護
士
は
、com

plaint

（
訴
状
）
に
お
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け
る
主
張
が
、
す
べ
て
の
被
告
に
対
す
る
関
係
で
真
実
で
あ
る
と
信
ず
る
に
足
る
合
理
的
根
拠
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
単
に
、
網

羅
的
に
被
告
と
さ
れ
た
者
の
中
に
は
、
当
該
主
張
が
妥
当
す
る
者
が
い
る
と
信
じ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
、
原
告
側
弁
護
士
に
つ

い
て
、
ル
ー
ル
11
違
反
を
認
定
し
）
47
（
た
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
下
で
は
、
真
実
宣
誓
制
度
に
比
べ
、
よ
り
広
範
囲
で
の
「
不
誠
実
な
主
張
」
が
禁

じ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
不
誠
実
主
張
が
何
か
に
つ
い
て
の
統
一
的
な
解
釈
指
針
は
な
く
、「
誠
実
な
主
張
」
と
「
不
誠
実

な
主
張
」
の
境
界
線
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
弁
護
士
が
、
あ
る
事
実
に
つ
い
て
、
虚
偽
で
あ
る
と
も
真
実
で
あ
る
と
も
確
信
を

抱
い
て
い
な
い
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
誠
実
性
の
有
無
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
行
為
規

範
と
し
て
の
不
明
確
性
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
が
実
務
に
お
い
て
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
）
48
（
る
。

㈢
　
一
九
八
三
年
改
正
に
基
づ
く
ル
ー
ル
11
規
定

1　

八
三
年
改
正
の
内
容

　
ル
ー
ル
11
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
八
三
年
改
正
に
よ
り
急
激
な
変
化
を
み
せ
る
。
以
下
で
は
、
八
三
年
改
正
に
よ
る
ル
ー
ル
11
規
定
の

文
言
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
文
言
と
を
対
照
し
、
そ
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
上
、
条
文
全
体
の

文
言
の
紹
介
は
省
略
し
、
必
要
な
範
囲
で
適
宜
引
用
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
⑴
　
適
用
対
象
の
拡
大

　
ま
ず
、
適
用
さ
れ
る
書
面
の
範
囲
が
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
」
か
ら
「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
、
申
立
書
、
そ
の
他
す
べ
て
の
書

面
」（
以
下
、「
主
張
書
面
」
と
す
る
）
へ
と
拡
大
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
規
律
の
対
象
と
な
る
主
体
に
、「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
だ
け

で
は
な
く
、「
本
人
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
」
も
含
ま
れ
た
。

　
⑵
　
制
裁
賦
課
条
項
の
新
設
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オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
が
本
来
具
備
し
て
い
た
制
裁
賦
課
条
項
は
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
の
制
裁
賦
課

条
項
が
挿
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
に
お
け
る
制
裁
の
内
容
に
は
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
グ
書
面
の
排
斥
」
と
「
弁
護
士
に

対
す
る
懲
戒
処
分
」
の
二
種
類
し
か
な
く
、
か
つ
、
制
裁
を
賦
課
す
る
か
ど
う
か
は
、
裁
判
所
の
「
裁
量
（m

ay

）」
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
。
し
か
も
、
書
面
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
弁
護
士
に
違
反
行
為
に
つ
い
て
の
「
故
意
（intent

）」
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら

れ
、
さ
ら
に
、
懲
戒
処
分
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
違
反
行
為
が
「
意
図
的
に
（w

illful

）」
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
限
る
と
さ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
制
裁
を
発
動
す
る
に
せ
よ
、
弁
護
士
の
主
観
面
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
八
三
年
改
正
の
下
で
は
、
違
反
が
認
定
さ
れ
た
場
合
の
制
裁
発
動
は
「
必
要
的
（shall

）」
で
あ
り
、
か
つ
、
裁
判
所

は
「
適
切
な
制
裁
」
を
課
す
も
の
と
さ
れ
、
採
り
う
る
制
裁
の
種
類
に
は
、「
相
手
方
当
事
者
が
支
払
う
べ
き
弁
護
士
費
用
の
賠
償
命

令
」
ま
で
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
制
裁
発
動
の
要
件
は
、「
本
規
定
に
違
反
し
て
署
名
が
さ
れ
た
場
合
」
で
あ
り
、
行
為
者

の
主
観
は
問
題
と
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
制
裁
権
強
化
の
姿
勢
が
際
立
っ
て
お
り
、
改
正
案
が
公
表
さ
れ
た
際
に
は
、

「
従
来
の
規
定
と
は
異
な
り
、
新
規
定
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
不
当
な
訴
訟
行
為
を
行
う
者
に
対
す
る
処
罰
義
務
（duty to penalize

）
を

課
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
）
49
（
た
。

　
⑶
　
調
査
義
務
の
明
記

　
行
為
規
範
に
も
変
化
が
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
に
お
け
る
確
証
事
項
は
、
①
書
面
を
確
認
し
た
こ
と
、
②
書
面

の
内
容
が
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
、
③
書
面
が
訴
訟
遅
延
を
招
く
目
的
で
提
出
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
の
三
つ
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
八
三
年
改
正
で
は
、
①
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
が
（
た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
対
象
書
面
は
拡
大
）、
②
お

よ
び
③
の
点
に
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
②
は
、「
合
理
的
な
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
経
験
・
情
報
・
信
念
に
照
ら

し
、
当
該
書
面
の
内
容
が
、
事
実
に
よ
っ
て
十
分
裏
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
法
律
論
の
内
容
が
、
既
存
法
令
に
よ
っ
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て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
既
存
法
令
の
正
当
な
拡
張
解
釈
・
類
推
解
釈
・
反
対
解
釈
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ
）
50
（

た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
の
存
否
お
よ
び
法
的
見
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
主
張
書
面
の
提
出
に
先
立
ち
、
合
理

的
な
水
準
・
範
囲
で
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
調
査
義
務
が
課
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
③
は
、「
当
該
書
面
が
、
嫌
が
ら
せ
、
訴

訟
遅
延
の
招
来
、
訴
訟
費
用
の
増
大
な
ど
の
不
当
な
目
的
で
顕
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
」
と
さ
）
51
（
れ
、
遅
延
目
的
に
限
ら
ず
、
一
切

の
不
当
な
目
的
に
よ
る
書
面
提
出
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2　

八
三
年
改
正
の
趣
旨
お
よ
び
経
緯

　
⑴
　
八
三
年
改
正
の
趣
旨

　
前
述
の
文
言
の
変
化
を
み
る
だ
け
で
も
、
八
三
年
改
正
に
お
い
て
、「
訴
訟
行
為
者
の
義
務
の
拡
大
」
と
「
制
裁
権
の
強
化
」
と
い
う

傾
向
が
顕
著
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
八
三
年
改
正
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
評
価
は
、
学
者
の
間
で
も
定
説
と

な
っ
て
い
）
52
（
る
。
諮
問
委
員
会
注
解
は
、
八
三
年
改
正
の
趣
旨
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、「
新
規
定
の
新
た
な
文
言
は
、
弁
護
士
の
責
任
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
義
務
の
履
行
を
制
裁
規
定
に
よ
り
強
化
す
る
こ

と
で
、
制
裁
の
発
動
に
後
ろ
向
き
な
裁
判
所
の
姿
勢
を
是
正
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
…
（
略
）
…
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
お

よ
び
申
立
て
手
続
の
濫
用
的
な
利
用
状
況
と
、
適
切
な
ケ
ー
ス
で
の
制
裁
発
動
に
つ
い
て
、
連
邦
地
裁
が
今
以
上
に
注
意
を
喚
起
す
れ
ば
、

訴
訟
引
き
延
ば
し
な
ど
の
濫
用
的
な
訴
訟
戦
術
は
自
粛
さ
れ
、
訴
訟
手
続
の
迅
速
化
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
（
略
）
…
本
規
定
の
違
反

に
対
す
る
責
任
の
追
及
お
よ
び
処
罰
は
、
改
正
規
定
に
よ
り
奨
励
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
裁
判
制
度
の
効
果
的
な
運
用
を
確
保
す

る
た
め
の
裁
判
所
の
責
任
の
一
つ
で
あ
）
53
（
る
」。
つ
ま
り
、
ル
ー
ル
11
の
八
三
年
改
正
の
趣
旨
は
、
訴
訟
の
効
率
化
・
迅
速
化
に
あ
り
、
そ

の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
、
機
動
的
な
制
裁
規
定
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
弁
護
士
行
為
の
規
制
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
八

三
年
改
正
で
は
、
ル
ー
ル
11
の
ほ
か
に
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
関
す
る
規
定
（
規
則
一
六
条
）
と
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
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リ
に
関
す
る
規
定
（
規
則
二
六
条
）
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
志
向
さ
れ
た
の
は
、
訴
訟
の
効
率

化
・
迅
速
化
で
あ
っ
）
54
（

た
。

　
も
っ
と
も
、
諮
問
委
員
会
注
解
か
ら
は
、
主
張
書
面
の
提
出
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
訴
訟
行
為
な
い
し
訴
訟
戦
術
が
、
訴
訟
の
効

率
化
・
迅
速
化
を
阻
害
す
る
よ
う
な
濫
用
的
行
為
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
）
55
（
い
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

訴
訟
数
が
著
し
く
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
主
張
書
面
の
提
出
量
も
増
加
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
が
、

「
濫
用
的
な
」
主
張
書
面
の
提
出
行
為
ま
で
同
時
に
増
加
し
た
と
い
う
実
証
的
な
デ
ー
タ
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
）
56
（
い
。
ル
ー
ル
11
の
八

三
年
改
正
を
基
礎
づ
け
る
立
法
事
実
が
存
在
し
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
八
三
年
改
正
は
、「
逸
話
的
情
報
（anecdotal inform

at

）
57
（ion

）」
に

基
づ
い
て
短
絡
的
に
行
わ
れ
た
法
改
正
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
今
日
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
）
58
（
る
。
八
三
年
改
正
に
対
し
て
は
、
こ
う
し

た
批
判
的
な
評
価
が
あ
る
も
の
の
、
以
下
で
は
、
改
正
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
、
当
時
の
逸
話
の
中
身
で
あ
っ
た
訴
訟
数
の
増
加
傾
向

と
、
弁
護
士
の
訴
訟
活
動
へ
の
批
判
状
況
に
つ
い
て
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
⑵
　
八
三
年
改
正
の
経
緯

　
訴
訟
数
の
爆
発
的
な
増
加
に
関
し
て
、
当
時
の
諮
問
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
たM

iller

教
授
（Arthur R. M

iller

）
は
、「
ア
メ
リ
カ

は
訴
訟
社
会
で
あ
る
。
今
日
、
ア
メ
リ
カ
人
は
、
歴
史
上
な
か
っ
た
ほ
ど
訴
訟
を
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
地
球
上
の
ほ
か
の
ど
ん
な

国
民
よ
り
も
高
い
訴
訟
率
を
も
ち
、
法
曹
が
人
口
に
占
め
る
割
合
は
ど
の
国
よ
り
も
高
く
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
シ
ス
テ
ム
は
崩
壊
寸
前
で

あ
る
」
と
い
）
59
（
う
。

　M
iller

教
授
は
、
訴
訟
数
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
。
第
一
は
、
費
用
面
で
の
訴
え
提
起
へ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
弁
護
士
費
用
の
敗
訴
者
負
担
原
則
を
採
用
し
て
い
な
い
た
め
、「
負
け
た
ら
相
手
方

の
弁
護
士
費
用
ま
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
訴
え
提
起
時
の
心
理
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
働
か
な
い
。
ま
た
、
完
全
成
功
報

酬
制
度
が
存
在
す
る
た
め
、
訴
え
提
起
時
に
弁
護
士
費
用
を
支
払
う
だ
け
の
経
済
的
余
力
が
な
く
て
も
訴
え
提
起
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
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な
る
。
さ
ら
に
、
独
禁
法
違
反
事
件
、
公
民
権
法
違
反
事
件
、
消
費
者
事
件
な
ど
で
は
、
私
人
に
よ
る
訴
え
提
起
を
促
進
す
る
た
め
の
政

策
と
し
て
、
勝
訴
者
の
弁
護
士
費
用
を
国
が
補
塡
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、
実
体
法
に
よ
る

新
た
な
権
利
の
創
造
が
進
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
消
費
者
保
護
、
環
境
保
護
、
性
差
別
の
禁

止
な
ど
に
関
す
る
制
定
法
が
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
、
訴
訟
の
対
象
と
な
る
実
体
法
上
の
権
利
が
拡
大
し
た
。
第

三
に
、
弁
護
士
過
剰
問
題
で
あ
る
。
弁
護
士
間
の
競
争
が
過
熱
す
る
こ
と
で
、
訴
訟
需
要
の
掘
り
起
こ
し
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
第
四

に
、
一
九
三
八
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
民
訴
規
則
自
体
が
、「
訴
訟
へ
の
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
」
を
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
い
）
60
（
た
。
す
な
わ

ち
、
連
邦
民
訴
規
則
の
制
定
者
は
、
訴
訟
手
続
の
運
営
に
よ
り
、
体
権
の
存
否
に
関
す
る
判
断
の
機
会
が
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
た
た
め
、
訴
え
提
起
の
段
階
で
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
弱
め
る
と
と
も
に
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
利
用
に
も
消
極
的
な
姿

勢
を
採
り
、
一
度
訴
え
が
提
起
さ
れ
れ
ば
、
自
動
的
に
ト
ラ
イ
ア
ル
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
訴
訟
数
の
増
加
が
問
題
視
さ
れ
る
一
方
、
一
九
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
弁
護
士
の
訴
訟
活
動
の
あ
り
方
に
対
す
る

不
満
も
高
ま
っ
て
い
）
61
（

た
。
と
く
に
批
判
の
的
と
さ
れ
た
の
は
、
弁
護
士
の
自
己
利
益
重
視
型
の
訴
訟
追
行
態
度
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、

デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
に
お
け
る
弁
護
士
の
敵
対
的
姿
勢
が
、
訴
訟
に
お
け
る
真
実
発
見
を
阻
害
し
、
か
つ
、
訴
訟
手
続
に
か
か
る
コ
ス

ト
を
増
や
し
て
い
る
と
の
問
題
提
起
は
、
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
）
62
（

た
。
加
え
て
、
一
九
七
六
年
の
パ
ウ
ン
ド
会
）
63
（

議
で
は
、Burger

連

邦
最
高
裁
長
官
（
当
時
）
が
、「
弁
護
士
は
、
公
益
の
た
め
で
は
な
く
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
裁
判
手
続
を
利
用
し
て
お
り
、
国
民

は
法
曹
に
対
す
る
信
頼
を
失
っ
て
い
る
」
と
の
批
判
的
言
明
を
お
こ
な
っ
）
64
（

た
。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
前
後
は
、
Ａ
Ｂ
Ａ
弁
護
士
倫
理
規

定
の
改
正
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
審
議
会
が
発
表
し
た
ド
ラ
フ
ト
案
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
に
よ
る
不
利
益

情
報
開
示
義
務
な
い
し
真
実
発
見
協
力
義
務
が
強
調
さ
れ
て
い
）
65
（
た
。

　
ま
た
、
こ
の
頃
、
連
邦
裁
判
所
よ
り
も
、
主
と
し
て
州
裁
判
所
で
頻
繁
に
み
ら
れ
た
事
象
で
は
あ
る
が
、
医
療
過
誤
事
件
に
お
け
る
不

当
提
訴
の
増
加
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
と
き
に
は
、
弁
護
士
が
ほ
と
ん
ど
ろ
く
に
調
査
も
し
な
い
ま
ま
、
手
術
を
行
っ
た
医
師
で
は
な
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い
者
を
相
手
に
訴
え
を
提
起
す
る
よ
う
な
事
態
も
散
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て
勝
訴
し
た
被
告
医

師
が
、
原
告
の
弁
護
士
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
事
態
が
増
え
て
い
た
が
、
請
求
が
認
容
さ
れ
る
可
能
性
は
低
く
、

不
当
提
訴
に
よ
る
被
害
者
保
護
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
）
66
（
た
。

3　

八
三
年
改
正
の
弊
害
と
九
三
年
改
正

　
こ
う
し
て
、
八
三
年
改
正
の
下
で
は
、
事
前
調
査
を
し
さ
え
す
れ
ば
証
拠
に
よ
る
裏
づ
け
を
欠
く
こ
と
が
判
明
す
る
よ
う
な
主
張
や
、

お
よ
そ
議
論
に
値
し
な
い
よ
う
な
法
的
見
解
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
の
業
務
負
担
を
不
必
要
に
増
や
す
だ
け
の
不
当
な
訴
訟
行
為

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
主
張
を
し
た
当
事
者
お
よ
び
弁
護
士
に
対
し
、
制
裁
が
発
動
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

ル
ー
ル
11
の
実
効
性
は
飛
躍
的
に
高
ま
り
、
利
用
数
も
急
増
し
た
。
八
三
年
改
正
か
ら
わ
ず
か
三
年
半
の
間
に
、
ル
ー
ル
11
に
関
し
て
、

連
邦
地
方
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
下
し
た
決
定
の
数
は
、
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
も
、
合
計
で
七
〇
〇
近
く

に
上
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
数
字
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
三
〇
〇
〇
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
）
67
（

た
。

　
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
八
三
年
改
正
が
過
度
に
制
裁
の
賦
課
を
強
調
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
批
判
が
寄
せ

ら
れ
）
68
（

た
。
と
く
に
、
次
の
二
つ
の
弊
害
が
問
題
視
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
弁
護
士
の
訴
訟
活
動
に
萎
縮
効
果
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
人
権
訴
訟
な
ど
、
新
規
性
の
あ
る
法
律
論
を
唱
え
る
必
要
が
あ
る
分
野
の
原
告
側
弁
護
士
に
対
し
、
高
い
萎
縮
効
果
を
与
え

る
と
言
わ
れ
）
69
（

た
。
も
う
一
つ
は
、
本
案
に
関
す
る
訴
訟
と
は
別
に
、
ル
ー
ル
11
の
制
裁
発
動
を
争
う
た
め
だ
け
の
付
随
的
訴
訟
（「
サ
テ

ラ
イ
ト
訴
訟
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
八
三
年
改
正
が
、
弁
護
士
費
用
の
賠
償
命
令
と
い
う
制
裁
を
具
備
し
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
制
度
を
使
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
ま
り
、
実
体
権
の
存
否
と
は
無
関
係
に
、
相
手
方
に
対
し
弁
護
士
費
用
の
負
担
を
求
め

る
た
め
だ
け
の
道
具
と
し
て
、
ル
ー
ル
11
が
使
わ
れ
て
い
る
と
非
難
さ
れ
）
70
（

た
。

　
こ
う
し
た
弊
害
を
除
去
す
べ
く
、
連
邦
最
高
裁
は
ふ
た
た
び
改
正
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
八
三
年
改
正
時
と
は
異
な
り
、
こ
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の
過
程
で
は
、
実
証
研
究
や
裁
判
官
・
弁
護
士
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
実
施
さ
れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
お
よ
び
検
討

も
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
）
71
（

た
。
こ
う
し
て
、
制
裁
の
緩
和
を
主
た
る
目
的
と
す
る
九
三
年
改
正
が
実
現
し
た
。

㈣
　
小
　
括

　
こ
こ
ま
で
、
ル
ー
ル
11
に
お
け
る
主
張
規
律
の
意
義
お
よ
び
機
能
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
興
味
深
い
の
は
、
一
九
三
八
年
オ

リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
下
で
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
ル
ー
ル
11
が
、
八
三
年
改
正
を
経
て
、
一
躍
利
用
頻
度
の
高
い
規
程
と
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
変
化
を
も
た
ら
し
た
背
景
に
は
、
主
張
規
律
の
意
義
に
関
す
る
考
え
方
の
変
化
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判

制
度
に
か
か
る
コ
ス
ト
増
加
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
主
張
規
律
の
意
義
は
、「
主
張
の
誠
実
性
の
確
保
」
か
ら
、「
訴
訟

手
続
の
迅
速
性
・
効
率
性
の
確
保
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
、
主
張
規
律
の
内
容
も
変
化
し
た
。
ル
ー
ル
11
の
前

身
で
あ
る
真
実
宣
誓
制
度
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
要
求
さ
れ
た
の
は
、「
故
意
に
よ
る
虚
偽
陳
述
の
禁
止
」
の
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
一
九
三
八
年
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
で
は
、
こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
よ
り
広
範
な
不
誠
実
主
張
が
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

八
三
年
改
正
で
は
、「
事
実
上
、
か
つ
、
法
律
上
、
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
主
張
」
で
な
け
れ
ば
、
濫
用
的
な
主
張
に
該
当
す
る
も
の
と

さ
れ
、
主
張
書
面
の
提
出
前
に
、
こ
う
し
た
根
拠
の
有
無
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
真
実
宣
誓
制
度

の
頃
に
比
べ
、
主
張
規
律
の
内
容
は
か
な
り
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
そ
の
反
面
、
八
三
年
改
正
に
お
い
て
は
、
義
務
履
行
確
保
を
目
的
と
し
た
過
度
の
制
裁
強
化
に
よ
り
、
種
々
の
弊
害
が
も

た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
後
述
の
よ
う
に
、
九
三
年
改
正
で
は
、
か
な
り
思
い
切
っ
た
制
裁
の
緩
和
へ
と
舵
を
切
っ
）
72
（

た
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
ル
ー
ル
11
の
改
正
過
程
は
、
主
張
規
律
の
実
効
性
を
、
適
切
な
範
囲
に
限
定
し
て
理
論
化
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
試

み
で
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
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三
　
現
行
ル
ー
ル
11
に
お
け
る
主
張
規
律
ス
キ
ー
ム

㈠
　
一
九
九
三
年
改
正
に
基
づ
く
現
行
規
定
の
概
観

　
九
三
年
改
正
に
基
づ
く
現
行
規
定
は
、
必
要
的
署
名
に
関
す
る
規
定
（
規
則
一
一
条
⒜
）、
確
証
事
項
に
関
す
る
規
定
（
一
一
条
⒝
）、
制

裁
に
関
す
る
規
定
（
一
一
条
⒞
）、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
へ
の
適
用
除
外
に
関
す
る
規
定
（
一
一
条
⒟
）
の
四
つ
か
ら
成
る
。
以
下
で
は
、

ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
で
あ
る
「
書
面
に
よ
る
主
張
」
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
あ
と
、
規
定
の
内
容
を
行
為
規
範
と
評
価
規
範
に
整
理

し
て
紹
介
す
る
。

1　

ル
ー
ル
11
に
よ
る
主
張
規
律
の
範
囲

　
⑴
　
主
張
書
面
の
意
義

　
⒜
　
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面

　
ル
ー
ル
11
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
主
張
書
面
、
す
な
わ
ち
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
、
申
立
書
、
そ
の
他
の
書
面
に
よ
る
主
張
」
に

つ
い
て
、
規
律
を
課
し
た
規
定
で
あ
る
（
規
則
一
一
条
⒜
⒝
）。

　
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
書
面
で
あ
っ

て
、
請
求
権
の
存
否
に
関
す
る
主
張
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
も
っ
と
も
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
記
載
さ
れ
る
事
項
は
、
本
案

に
関
す
る
主
張
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、com

plaint
に
は
、
連
邦
地
裁
の
事
物
管
轄
権
を
基
礎
づ
け
る
主
張
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
八
条
⒜
）。
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
種
類
は
、
限
定

的
で
あ
）
73
（

る
。
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⒝
　
申
立
書

　
申
立
書
と
は
、
各
種
の
申
立
て
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
対
す
る
裁
判
の
要
求
を
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
る
書
面
を
い
う
。
ア
メ
リ
カ

の
連
邦
民
事
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
無
数
の
申
立
事
由
が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
利
用
数
も
膨
大
な
量
に
お
よ
）
74
（
ぶ
。
た
と
え
ば
、
管
轄
権

が
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
訴
え
却
下
の
申
立
て
、
移
送
の
申
立
て
、
忌
避
の
申
立
て
、（
第
三
者
が
す
る
）
訴
訟
参
加
の
申
立
て
、
サ
マ

リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
、
新
た
な
ト
ラ
イ
ア
ル
に
お
け
る
再
審
理
の
申
立
て
、
判
決
か
ら
の
救
済
を
求
め
る
申
立
て
な
ど
、
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
申
立
て
は
、
原
則
と
し
て
、
申
立
て
の
内
容
お
よ
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
方
法
で
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
七
条
⒝
⑴
）。
そ
の
た
め
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
と
な
る
申
立
書
は
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
。

　
申
立
書
に
記
載
さ
れ
る
主
張
の
内
容
は
、「
申
立
て
の
内
容
お
よ
び
理
由
」
で
あ
る
か
ら
、
申
立
て
の
内
容
が
本
案
に
関
係
す
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
申
立
書
に
お
い
て
も
、
本
案
に
関
す
る
主
張
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
官
の
忌
避
の
申
立
て
や
移
送

申
立
て
は
、
請
求
権
の
存
否
を
め
ぐ
る
争
い
と
は
無
関
係
な
申
立
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
は
、

請
求
権
の
存
否
を
左
右
す
る
争
点
に
つ
い
て
、
ト
ラ
イ
ア
ル
に
よ
ら
な
い
審
理
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
案
に
関
す
る
主
張
が
さ

れ
る
。

　
⒞
　
そ
の
他
の
書
面

　「
そ
の
他
の
書
面
」
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
義
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
訴
訟
が
係
属
す
る
裁
判
所
が
受
理
し
た
書

面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
）
75
（
る
。
実
際
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
上
申
書
（m

em
orandum

）
や
宣
誓
供
述
書

（affidavit

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
面
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
な
い
し
申
立
書
に
記
載
さ
れ
た
法
律
論
や
事
実
を
補
強
す
る
目
的
で

作
成
さ
れ
る
書
面
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
、
当
事
者
間
で
の
み
交
換
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
弁
護
士
な
い
し
本
人
訴
訟
の
当
事
者
が
作
成
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
と
な
る

と
解
さ
れ
て
い
）
76
（

る
。
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な
お
、
申
立
て
に
付
随
し
て
提
出
さ
れ
る
宣
誓
供
述
書
は
、
申
立
て
の
審
理
に
必
要
な
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
提
出
さ

れ
る
も
の
で
、
そ
の
性
質
は
、
書
証
で
あ
る
こ
と
が
多
）
77
（

い
。
そ
の
た
め
、
宣
誓
供
述
書
が
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
と
い
う
の

は
、
ル
ー
ル
11
が
、
主
張
規
律
で
は
な
く
、
書
証
の
規
律
と
し
て
も
機
能
す
る
余
地
を
認
め
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
と
な
る
宣
誓
供
述
書
は
、「
当
事
者
」
お
よ
び
「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
が
作
成
主
体
と
な
る

も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
当
事
者
が
作
成
主
体
と
な
る
宣
誓
供
述
書
は
、
当
事
者
に
よ
る
主
張
書
面
と
し
て
の
性

質
も
兼
ね
備
え
て
い
）
78
（
る
。
ま
た
、
弁
護
士
が
作
成
す
る
宣
誓
供
述
書
も
、
多
く
の
場
合
、
主
張
書
面
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
。
た
と
え

ば
、
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
お
い
て
、
弁
護
士
が
、
迅
速
な
決
定
を
求
め
て
、「
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
こ
と
」
を
説
明
し
た
宣
誓

供
述
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
が
作
成
主
体
と
さ
れ
る
宣
誓

供
述
書
の
な
か
で
、
両
当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
事
実
や
、
証
拠
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
事
実
が
記
載
さ
れ
）
79
（

る
。
し
た
が
っ
て
、

宣
誓
供
述
書
が
ル
ー
ル
11
の
規
律
対
象
に
含
ま
れ
る
の
は
、
書
証
の
内
容
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
、
宣
誓
供
述
書
が
主
張
書
面
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
点
に
着
目
さ
れ
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。

　
⑵
　
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
へ
の
適
用
除
外

　
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
要
求
書
、
異
議
書
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
受
諾
命
令
の
申
立
書
、
秘
密
保
持
命

令
の
申
立
書
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
対
象
・
範
囲
の
制
限
を
求
め
る
申
立
書
な
ど
、
多
く
の
書
面
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
と
の
関
係
で
提
出
さ
れ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
六
条
⒢
お
よ
び
同
三
七
条
に
よ
っ
て
、
別

途
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
（
規
則
一
一

）
80
（条

⒟
）。
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2　

行
為
規
範

　
⑴
　
必
要
的
署
名

　「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
ま
た
は
「
本
人
訴
訟
の
場
合
の
当
事
者
」
は
、
主
張
書
面
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
張
書
面

が
署
名
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
欠
缺
が
補
正
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
裁
判
所
は
、
書
面
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
規
則
一
一
条
⒜
）。

　
⑵
　
調
査
お
よ
び
確
証
（certification

）

　「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
ま
た
は
「
本
人
訴
訟
の
当
事
者
」
は
、
法
的
立
論
の
妥
当
性
お
よ
び
事
実
の
存
否
の
有
無
に
関
し
て
は
、

主
張
書
面
の
提
出
に
先
立
ち
、
当
該
具
体
的
な
状
況
下
に
お
い
て
合
理
的
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則

一
一
条
⒝
）。

　
そ
し
て
、
主
張
書
面
を
裁
判
所
に
顕
出
し
た
と
き
は
、
自
己
の
有
す
る
経
験
・
情
報
・
信
念
に
し
た
が
い
、
次
の
四
つ
の
事
項
を
確
証

し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
確
証
事
項
の
第
一
は
、
主
張
書
面
が
、
嫌
が
ら
せ
、
訴
訟
遅
延
の
招
来
、
訴
訟
費
用
の
増
大
な
ど
の
不
当
な
目
的

で
顕
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
（
同
条
⒝
）
81
（
⑴
）。
第
二
は
、
法
律
論
に
関
す
る
主
張
が
、
①
既
存
法
令
の
直
接
適
用
に
依
拠

し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
②
既
存
法
令
の
拡
張
解
釈
・
類
推
解
釈
・
反
対
解
釈
も
し
く
は
新
た
に
確
立
さ
れ
る
法
理
に
つ
い
て
の
正
当
な

立
論
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
同
条
⒝
）
82
（
⑵
）。
す
な
わ
ち
、
既
存
法
令
の
解
釈
論
を
展
開
し
た
り
、
既
存
法
令
の
解
釈
論
で
は
補

え
な
い
新
た
な
法
理
を
主
張
し
た
り
す
る
と
き
は
、
お
よ
そ
支
持
者
が
い
な
い
よ
う
な
い
い
加
減
な
立
論
を
し
て
は
な
ら
ず
、
学
者
の
書

い
た
法
律
文
献
や
裁
判
例
の
多
数
意
見
・
反
対
意
見
な
ど
を
調
査
し
た
う
え
で
、
少
な
く
と
も
誰
か
し
ら
の
支
持
者
が
い
る
と
思
わ
れ
る

主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
83
（
い
。

　
第
三
は
、
事
実
上
の
主
張
が
証
拠
に
よ
る
裏
づ
け
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
後
の
調
査
や
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
を
経
れ
ば
、

証
拠
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
同
条
⒝
）
84
（
⑶
）。
第
四
は
、
事
実
上
の
主
張
に
対
す
る
否
認
が
、
証
拠
に
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よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
推
測
に
基
づ
い
て
否
認
す
る
場
合
や
、
情
報
の
欠
如
に
よ
り
不
知
の
陳
述
を
す

る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
方
法
に
よ
り
否
認
を
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
同
条
⒝
）
85
（

⑷
）。

　
な
お
、
書
面
の
提
出
行
為
の
ほ
か
、
書
面
に
記
載
さ
れ
た
主
張
を
、
口
頭
で
事
後
的
に
援
用
す
る
こ
と
も
、
確
証
行
為
に
あ
た
る
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
事
後
的
に
こ
れ
ら
の
確
証
事
項
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
当
該
主
張
を

撤
回
す
る
か
、
適
切
な
主
張
に
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
）
86
（

る
。

3　

評
価
規
範

　
⒞
項
は
、
九
三
年
改
正
に
よ
り
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、
前
記
行
為
規
範
へ
の
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
、
制
裁

の
内
容
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
裁
判
所
は
、
前
記
⒝
項
の
違
反
を
認
め
た
と
き
は
、
裁
量
に
よ
り
、
弁
護
士
、
ロ
ー
フ
ァ
ー
ム
、
当
事
者
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
違
反
行
為
の
責
任
を
負
う
べ
き
者
に
対
し
、
適
切
な
制
裁
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
⒝
項
の
違
反
を
犯
し
た
者
が
弁
護
士
で

あ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
弁
護
士
が
所
属
す
る
ロ
ー
フ
ァ
ー
ム
も
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
制
裁

の
賦
課
は
、
被
制
裁
者
に
対
す
る
重
大
な
不
利
益
と
な
る
か
ら
、
被
制
裁
者
に
は
、
違
反
の
認
定
に
先
立
ち
、
告
知
聴
聞
の
機
会
が
与
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
一
一
条
⒞
⑴
）。

　
当
事
者
が
、
相
手
方
サ
イ
ド
に
対
す
る
制
裁
の
賦
課
を
申
し
立
て
る
と
き
は
、
独
立
の
申
立
て
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
申

立
書
に
は
、
⒝
項
違
反
に
該
当
す
る
行
為
を
具
体
的
に
特
定
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
二
一
日
間
の
い
わ
ゆ
る

セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
期
間
が
存
在
し
、
制
裁
を
申
し
立
て
ら
れ
た
側
に
対
し
、
手
厚
い
手
続
的
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
同

条
⒞
）
87
（

⑵
）。
す
な
わ
ち
、
連
邦
民
事
訴
訟
に
お
け
る
申
立
て
は
、
通
常
、
当
事
者
が
申
立
書
を
相
手
方
に
送
達
し
、
送
達
証
明
書
を
得
た

う
え
で
、
当
該
送
達
証
明
書
と
共
に
、
申
立
書
を
、
裁
判
所
の
職
員
（clerk

）
な
い
し
裁
判
官
に
提
出
す
る
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
送
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達
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
書
の
提
出
よ
り
も
前
に
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
良
く
、
送
達
日
と
提
出
日
の
間
に
一
定
の
期
間
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
（
規
則
五
条
⒟
⑴
）。
し
か
し
、
ル
ー
ル
11
の
制
裁
賦
課
の
申
立
て
の
場
合
、
申
立
人
は
、

裁
判
所
に
対
す
る
申
立
書
の
提
出
日
か
ら
起
算
し
て
、
最
低
で
も
二
一
日
前
に
は
送
達
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の

期
間
内
に
、
相
手
方
サ
イ
ド
が
、
ル
ー
ル
11
違
反
に
問
わ
れ
た
書
面
や
、
請
求
、
防
御
方
法
、
主
張
な
い
し
否
認
を
撤
回
ま
た
は
修
正
し

た
場
合
、
も
は
や
申
立
人
は
、
申
立
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
相

手
方
サ
イ
ド
に
制
裁
が
課
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
手
厚
い
保
護
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
反
行
為
が
是
正
さ
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
に
、
裁
判
所
が
制
裁
を
課
す
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
違
反
者
に
対
し
、
申
立
人
が
違
反
行
為
の
た
め
に
支
出
を
強
い
ら
れ
た
合

理
的
費
用
（
弁
護
士
費
用
を
含
む
）
の
賠
償
を
命
ず
る
こ
と
も
で
き
る
（
規
則
一
一
条
⒞
⑵
）。

　
以
上
に
対
し
、
裁
判
所
は
、
職
権
で
制
裁
を
課
す
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
に
も
、「
な
ぜ
当
該
行
為
が
ル
ー
ル
11
違
反

に
該
当
し
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
、
不
利
益
処
分
を
負
う
側
に
、
反
論
の
機
会
を
与
え
る
た
め
、「
理
由
開
示
命
令
（show

-cause order

）」

を
発
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
⒞
⑶
）。

　
ま
た
、「
制
裁
の
本
質
（nature of a sanction
）」
と
し
て
、
抑
止
効
果
と
の
均
衡
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
制
裁
の
内
容
は
、

違
反
行
為
の
繰
り
返
し
や
、
同
種
状
況
に
お
け
る
類
似
の
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
（
同
条
⒞
）
88
（

⑷
）。

こ
れ
は
、
ル
ー
ル
11
に
よ
る
制
裁
賦
課
の
目
的
が
、
違
反
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
相
手
方
へ
の
補
償
で
は
な
く
、
違
反
行
為
の
抑

止
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
で
あ
）
89
（

る
。
な
お
、
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
訴
訟
の
当
事
者
に
は
、
⒝
⑵
項
の
法
的
見
解
の
立

論
の
不
当
性
を
理
由
に
、
金
銭
的
制
裁
（
過
料
や
弁
護
士
費
用
支
払
命
令
）
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
の
金
銭
的
負
担
は
、
弁

護
士
に
の
み
負
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
（
同
条
⒞
⑸
A
）。
裁
判
所
が
職
権
で
制
裁
を
課
す
際
に
も
、

原
則
と
し
て
、
金
銭
的
制
裁
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
⒞
⑸
）
90
（

B
）。

　
さ
ら
に
、
被
制
裁
者
に
対
し
、
上
訴
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、
制
裁
を
課
す
裁
判
所
は
、
制
裁
命
令
に
お
い
て
、
①
制
裁
の
対
象
と
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さ
れ
た
行
為
、
お
よ
び
、
②
制
裁
の
根
拠
と
な
っ
た
規
定
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
⒞
）
91
（

⑹
）。

㈡
　
日
本
法
と
の
比
較
に
際
し
て
の
留
意
点

1　

ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
面
性

　
比
較
法
的
見
地
か
ら
み
た
場
合
、
ル
ー
ル
11
を
日
本
法
の
解
釈
論
に
参
考
と
し
う
る
場
面
は
、
何
通
り
も
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
前

述
の
よ
う
に
、
ル
ー
ル
11
は
、
本
案
の
存
否
を
基
礎
づ
け
る
主
張
で
あ
る
か
、
申
立
て
の
当
否
を
基
礎
づ
け
る
主
張
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

一
切
の
「（
裁
判
所
に
対
す
る
）
書
面
に
よ
る
主
張
」
に
つ
い
て
、
主
張
内
容
が
裁
判
所
に
無
駄
な
労
力
を
割
か
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
着
目
し
、
審
理
係
属
中
の
裁
判
手
続
内
で
、
規
制
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
の
概
念
に
引
き
直
し
て
言
え
ば
、

訴
権
の
濫
用
、
申
立
て
の
濫
用
、
信
義
則
に
よ
る
後
訴
の
遮
断
、
真
実
義
務
な
ど
、「
主
張
内
容
が
不
当
と
思
わ
れ
る
事
例
」
に
関
わ
る

広
範
囲
の
議
論
を
射
程
に
含
む
も
の
と
い
え
る
。

　
第
二
に
、
訴
訟
行
為
の
主
体
に
着
目
し
た
分
析
も
可
能
で
あ
る
。
八
三
年
改
正
自
体
が
、
弁
護
士
行
為
の
規
律
を
目
的
と
し
て
い
た
よ

う
に
、
ル
ー
ル
11
は
、
実
務
に
お
い
て
も
、「
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
に
対
す
る
規
制
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の

た
め
、
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
に
対
す
る
規
制
を
検
討
す
る
う
え
で
、
ル
ー
ル
11
は
格
好
の
素
材
と
な
）
92
（
る
。

　
第
三
に
、
ル
ー
ル
11
に
関
し
て
は
、
主
張
規
律
と
し
て
の
面
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
不
当
な
訴
訟
行
為
に
対
す
る
制

裁
規
定
」
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
八
三
年
改
正
は
、
裁
判
官
に
無
用
な

審
理
負
担
を
課
す
よ
う
な
主
張
書
面
の
提
出
を
、
訴
訟
制
度
の
不
正
利
用
と
捉
え
、
こ
う
し
た
主
張
書
面
を
提
出
し
た
弁
護
士
に
対
し
て

は
、
現
実
に
制
裁
を
発
動
す
べ
き
と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
学
者
サ
イ
ド
も
、
八
三
年
改
正
以
後
の
ル
ー
ル
11
を
論
ず
る
う
え
で
は
、

同
規
定
が
、
裁
判
所
侮
辱
な
ど
と
並
ん
だ
制
裁
規
定
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
強
調
し
て
き
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
立
法
論
と
し
て
、

濫
用
的
な
訴
訟
行
為
に
対
す
る
制
裁
強
化
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
の
親
和
性
が
強
く
認
め
ら
れ
）
93
（

る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ル
ー
ル
11
を
日
本
法
の
議
論
と
比
較
す
る
際
の
視
点
は
、
複
数
存
在
し
、
決
し
て
一
つ
に
絞
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
次
稿
に
お
い
て
は
、「
真
実
義
務
論
と
の
対
比
」
を
視
座
と
し
て
、
現
行
ル
ー
ル
11
の
下
で
の
解
釈
論
や
裁

判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

2　

真
実
義
務
と
の
比
較
に
あ
た
っ
て

　
わ
が
国
で
は
、
当
事
者
の
真
実
義
務
と
弁
護
士
の
真
実
義
務
と
は
、
発
生
根
拠
を
異
に
す
る
別
個
の
義
務
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
真
実
義
務
は
、
民
事
訴
訟
法
の
信
義
則
規
定
を
根
拠
と
し
て
生
ず
る
の
に
対
し
、
弁
護
士
が
負
う

べ
き
真
実
義
務
は
、
弁
護
士
倫
理
五
四
条
、
弁
護
士
職
務
基
本
規
定
五
条
、
七
五
条
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
弁
護
士
の
職
業
的
な
責

務
を
根
拠
と
し
て
導
か
れ
る
と
説
明
さ
れ
）
94
（
る
。
こ
う
し
た
見
地
に
立
て
ば
、
ル
ー
ル
11
の
議
論
を
紹
介
す
る
う
え
で
も
、
そ
の
規
律
が

「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
に
対
す
る
規
律
な
の
か
、「
当
事
者
本
人
」
に
対
す
る
規
律
な
の
か
を
区
別
し
て
論
ず
べ
き
で
あ
り
、
仮
に

前
者
で
あ
れ
ば
、
弁
護
士
が
負
う
真
実
義
務
の
解
釈
論
に
は
役
立
っ
て
も
、
当
事
者
が
負
う
真
実
義
務
の
解
釈
論
に
は
役
立
た
な
い
の
で

は
な
い
か
と
の
指
摘
が
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
結
論
か
ら
い
っ
て
、
筆
者
は
、
ル
ー
ル
11
の
議
論
は
、「
当
事
者
」
が
負
う
真
実
義
務
の
解
釈
論
に
も
参
考
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
ル
ー
ル
11
の
規
定
の
文
言
上
、「
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
」
と
「
本
人
訴
訟
の
当

事
者
」
の
両
方
が
、
規
律
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
両
者
に
対
す
る
規
律
の
正
当
化
根
拠
を
区
別
し
た
議
論
は
さ
れ
て
い
な
）
95
（
い
。

第
二
に
、
多
く
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
ル
ー
ル
11
の
定
め
る
行
為
規
範
、
す
な
わ
ち
、「
具
体
的
な
状
況
下
に
お
い
て
、
合
理
的
に
要
求

さ
れ
る
程
度
」
の
調
査
義
務
は
、
当
事
者
に
も
ひ
と
し
く
あ
て
は
ま
る
と
判
示
さ
れ
て
い
）
96
（
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
当
事
者

に
対
し
て
過
度
に
厳
し
い
主
張
規
律
を
課
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
同
一
の
行
為
規
範
の
も

と
で
も
、
調
査
の
範
囲
・
水
準
は
、
具
体
的
な
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
当
事
者
に
酷
な
結
果
に
は
な
ら
な
い
。
要
求
さ
れ
る
調
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査
の
合
理
性
の
有
無
は
、
当
事
者
本
人
の
場
合
に
は
、「
法
的
知
識
を
有
さ
な
い
一
般
人
」
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
が
、
弁
護
士
の
場
合

に
は
、「
平
均
的
な
能
力
を
有
す
る
弁
護
士
」
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
た
め
で
あ
）
97
（

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
と
の
比
較
法
的
考
察
に
お
い
て
は
、
ル
ー
ル
11
を
め
ぐ
る
議
論
は
、「
弁
護
士
が
負
う
べ
き
真
実
義
務
」
と
の

関
係
で
も
、「
当
事
者
が
負
う
べ
き
真
実
義
務
」
と
の
関
係
で
も
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
と
、

ル
ー
ル
11
を
扱
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
文
献
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
弁
護
士
に
課
せ
ら
れ
る
主
張
規
律
」
に
焦
点
を
当
て
て
議
論
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
実
務
に
お
け
る
運
用
も
、
当
事
者
に
対
す
る
制
裁
事
例
に
比
べ
、
弁
護
士
に
対
す
る
制
裁
事
例
が
は
る
か
に
多
い
。
そ
の
た
め
、

ル
ー
ル
11
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
際
に
も
、
お
の
ず
か
ら
、「
弁
護
士
に
対
す
る
主
張
規
律
」
と
し
て
の
側
面
に
偏
り
が
出
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
議
論
が
、
当
事
者
と
の
関
係
で
は
全
く
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
事
者

に
対
す
る
主
張
規
律
と
し
て
も
応
用
可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）  

真
実
義
務
を
肯
定
す
る
の
は
、
中
野
貞
一
郎
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
義
務
」
同
『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
八
年
）
一
五
三
頁

以
下
、
加
藤
新
太
郎
「
真
実
義
務
と
弁
護
士
の
役
割
」
同
『
弁
護
士
役
割
論
﹇
新
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
一
頁
以
下
、
山
本
和
彦

「
新
民
事
訴
訟
法
と
真
実
の
発
見
」
東
京
弁
護
士
会
民
事
訴
訟
問
題
等
特
別
委
員
会
編
『
当
事
者
照
会
の
理
論
と
実
務
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
一

年
）
一
三
七
頁
、
林
屋
礼
二
『
新
民
事
訴
訟
法
概
要
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
）
二
一
九
頁
、
秋
山
幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

民
事
訴
訟
法
Ⅱ
﹇
第
二
版
﹈』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
六
年
）
一
六
四
頁
、
中
野
貞
一
郎
＝
松
浦
馨
＝
鈴
木
正
裕
編
『
新
民
事
訴
訟
法
講
義
﹇
第

二
版
補
訂
二
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
八
頁
﹇
鈴
木
正
裕
﹈、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
﹇
第
五
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
一

年
）
四
八
六
頁
、
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
﹇
第
七
版
﹈』（
法
学
書
院
・
二
〇
一
一
年
）
三
四
七
頁
、
三
木
浩
一
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟

法
の
改
正
課
題
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
一
二
頁
、
小
島
武
司
『
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
三
八
五
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点

講
義
民
事
訴
訟
法
上
﹇
第
二
版
補
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
四
七
二
頁
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
﹇
第
四
版
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二

〇
一
四
年
）
二
九
七
頁
、
松
本
博
之
＝
上
野
𣳾
男
『
民
事
訴
訟
法
﹇
第
八
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
五
年
）
一
四
二
頁
﹇
松
本
博
之
﹈、
山
本
弘

＝
長
谷
部
由
紀
子
＝
松
下
淳
一
『
民
事
訴
訟
法
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
五
年
）
二
〇
二
頁
﹇
山
本
弘
﹈。
真
実
義
務
を
否
定
す
る
の
は
、
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兼
子
一
（
原
著
）『
条
解
民
事
訴
訟
法
﹇
第
二
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）
八
七
九
頁
﹇
竹
下
守
夫
﹈、
山
木
戸
克
己
「
民
事
訴
訟
と
信
義

則
」
同
『
民
事
訴
訟
法
論
集
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
〇
年
）
七
三
頁
。

（
2
）  

前
掲
注
（
1
）
に
掲
げ
た
各
文
献
を
参
照
。

（
3
）  
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
一
六
九
頁
な
ど
。
現
行
民
事
訴
訟
法
に
は
、
真
実
義
務
違
反
に
対
す
る
過
料
な
ど
の
制
裁
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
、

真
実
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
主
張
の
却
下
く
ら
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
真
実
義
務
違
反
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
の
は
、

当
事
者
の
主
張
が
、
証
拠
か
ら
認
定
さ
れ
る
客
観
的
事
実
と
相
容
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
時
点
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
、
裁
判
所
は
判
決
で

心
証
通
り
の
判
断
を
示
せ
ば
足
り
る
か
ら
、
あ
え
て
主
張
を
却
下
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
真
実
義
務
違
反
を
理
由
に
主
張
を
却
下
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
主
観
的
認
識
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
煩
わ
し
い
と
い
う
。

（
4
）  

松
本
＝
上
野
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
三
頁
﹇
松
本
﹈。

（
5
）  

加
藤
・
前
掲
注
（
1
）
二
七
一
頁
以
下
、
新
堂
・
前
掲
注
（
1
）
四
八
六
頁
も
こ
れ
に
賛
成
す
る
。

（
6
）  

三
木
＝
山
本
編
・
前
掲
注
（
1
）
六
頁
以
下
。
三
木
浩
一
〈
司
会
〉「〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
民
事
訴
訟
法
の
今
後
の
改
正
課
題
」
民
訴
雑
誌
五
九

号
（
二
〇
一
三
年
）
一
九
三
頁
﹇
垣
内
秀
介
﹈。

（
7
）  

高
橋
・
前
掲
注
（
1
）
四
七
二
頁
。

（
8
）  

山
本
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
七
頁
。

（
9
）  

ル
ー
ル
11
と
真
実
義
務
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
加
藤
新
太
郎
〈
司
会
〉「〈
座
談
会
〉
ル
ー
ル
11
と
弁
護
士
の
役
割
」
判
タ
九
二

〇
号
（
一
九
九
六
年
）
二
三
頁
以
下
。

（
10
）  

前
掲
注
（
9
）
の
ほ
か
、
浅
香
吉
幹
「
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
訴
訟
手
続
の
濫
用

―
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
の
改
正
を
め

ぐ
る
議
論
か
ら
の
示
唆
」
石
井
紫
郎
＝
樋
口
範
雄
編
『
外
か
ら
見
た
日
本
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
五
年
）
一
五
五
頁
以
下
、
山
本
浩

美
「
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
に
つ
い
て

―
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
等
に
対
す
る
当
事
者
の
署
名
に
基
づ
く
責
任

―
」
秋
田
法
学
二
六
号

（
一
九
九
五
年
）
三
四
頁
以
下
、
椎
橋
邦
雄
「
民
事
訴
訟
手
続
の
円
滑
化
と
弁
護
士
の
責
任

―
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
の
検
討

を
中
心
に

―
」
中
村
英
郎
教
授
古
稀
祝
賀
『
民
事
訴
訟
法
学
の
新
た
な
展
開
（
上
）』（
成
文
堂
・
一
九
九
六
年
）
六
一
七
頁
以
下
、
酒
井
博
行

「
民
事
訴
訟
の
事
実
主
張
過
程
に
お
け
る
弁
護
士
の
行
為
規
範

―
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
か
ら
の
示
唆

―
」
九
大
法
学
八
七

号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
九
頁
以
下
。

（
11
）  

後
掲
注
（
33
）（
34
）
を
参
照
。
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（
12
）  Charles E. Clark, H

andbook of the Law
 of Code Pleading （2d ed. 1947

） 216.

（
13
）  N

ote, Perjury in Verifying Pleadings, 7 A.L.R. 1283 （originally published in 1920

）.
（
14
）  

宣
誓
供
述
書
と
は
、
供
述
者
が
作
成
し
た
文
書
の
う
ち
、
偽
証
罪
の
制
裁
の
も
と
に
、
宣
誓
・
署
名
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
柳
田
幸
三
「
民
事

訴
訟
法
の
全
面
改
正
作
業
と
宣
誓
供
述
書
等
に
つ
い
て
」
貞
家
最
高
裁
判
事
退
官
記
念
『
民
事
法
と
裁
判
（
上
）』（
民
事
法
情
報
セ
ン
タ
ー
・
一

九
九
五
年
）
八
四
頁
な
ど
。

（
15
）  Edw

in E. Bryant, The Law
 of Pleading U

nder the Codes of Civil Procedure 286 

（1891

）, The Late Charles Alan W
right &

 
Arthur R. M

iller, Federal Practice and Procedure 

§1387 （3rd ed.

） ﹇hereinafter W
right &

 M
iller

﹈.

（
16
）  

フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
区
別
を
廃
止
し
、
今
日
ま
で
続
く
ア
メ
リ
カ
の
民
事
訴
訟
制
度
の
礎
を
築
い
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。Stephen N. Subrin, H

ow Equity Conquered Com
m
on Law: The Federal Rules of Civil Procedure in H

istorical 
Perspective, 135 U. Penn. L. Rev. 909, 932 -939 （1987

）.

（
17
）  Final Rep. Com

m
issioner

’s note to 

§652, in Speeches, Argum
ents, and M

iscellaneous Papers of D
avid D

udley Field, 302 

（1884

）, N.Y. 1848, Sec. 133.

（
18
）  Clark, supra note 12, at 219.

（
19
）  Field, W

hat Shall be D
one with the Practice of the Courts? in Speeches, supra note 17, 226, 239, 240 （1884

）. See also, Ste-
phen N. Subrin, D

avid D
udley Field and the Field Code: A

 H
istorical A

nalysis of an Earlier Procedural V
ision, 6 Law

 &
 H
ist. 

Rev. 311, 330 （1988

）.

（
20
）  Final Rep. supra note 17, 302 -303.

（
21
）  See generally, Charles M

. H
epburn, H

istorical D
evelopm

ent of Code Pleading in Am
erica and England 91 -124 （1897

）.

（
22
）  Clark, supra note 12, at 217 -218.

（
23
）  

た
と
え
ば
、
ア
ラ
ス
カ
州
、
ハ
ワ
イ
州
な
ど
。

（
24
）  

た
と
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ア
イ
ダ
ホ
州
な
ど
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
自
体
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ド
が
制
定
さ
れ
た
翌
年
に

民
事
訴
訟
法
典
の
一
部
改
正
を
お
こ
な
い
、
こ
の
規
定
ぶ
り
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。N.Y. Law

s 1849, c 438, 

§157.

（
25
）  

た
と
え
ば
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
コ
ロ
ラ
ド
州
な
ど
。

（
26
）  Robert W

yness M
illar, The O

ld Regim
e and the N

ew in Civil Procedure, 14 N.Y.U. L. Q
. Rev. 197, 199 

（1936

）, Edw
ard W

. 
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Cleary, The U
se of Pleading, 40 Ky. L. J. 46, 52 （1951

）, Edson R. Sunderland, The Theory and Practice of Pre-trial Procedure, 
36 M

ich. L. Rev. 215, 218 （1937

）.
（
27
）  See Vol. 2 of the Transcripts of the Feb. 20 -25, Advisory Com

m
ittee

’s on Rules of Civil Procedure, at 376 -377 （M
organ. J.

）.
（
28
）  M

illar, supra note 26, at 199, D. M
ichael Risinger, H

onesty in Pleading and Its Enforcem
ent: Som

e 

“Striking

” Problem
s with 

Federal Rules of Civil Procedure, 61 M
inn. L. Rev. 1, 6, see N

ote 16 （1976

）.

（
29
）  Bell v. Brow

n, 22 Cal. 671 （1863

）.

（
30
）  Id. at 674.

（
31
）  Id. at 677 -678.

（
32
）  M

illar, supra note 26, at 199.

（
33
）  

後
掲
注
（
36
）
で
み
る
よ
う
に
、
ル
ー
ル
11
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
に
は
、「
本
規
則
な
い
し
制
定
法
に
お
い
て
ほ
か
に
特
段
の
定
め
が
な
い
限

り
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
へ
の
真
実
宣
誓
ま
た
は
宣
誓
供
述
書
の
添
付
は
要
さ
な
い
」
と
の
一
文
が
あ
っ
た
。
な
お
、
特
段
の
定
め
に
よ
る
例

外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
連
邦
民
訴
規
則
は
、
現
在
で
も
、
特
定
の
書
面
に
つ
い
て
は
真
実
宣
誓
を
要
求
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
は
、
濫
訴
防
止
の
必
要
性
が
類
型
的
に
高
い
こ
と
か
ら
、
原
告
が
提
出
す
るcom

plaint

に
つ
い
て
真
実

宣
誓
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
規
則23.1
条
）。

（
34
）  Charles E. Clark, The Lawyer

’s D
uties to the Courts, 7 Flo. L. Rev. 404, 407 （1954

）.

（
35
）  

こ
の
確
証
要
件
は
、
弁
護
士
が
自
ら
作
成
し
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
署
名
す
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
「
署
名
」
し
た
弁
護
士
と
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
を
「
作
成
」
し
た
弁
護
士
と
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
（
た
と
え
ば
、

複
数
の
弁
護
士
が
訴
訟
代
理
人
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
や
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
が
、
事
務
所
の
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
に
書
面
を
起
案

さ
せ
る
場
合
）。
本
確
証
要
件
は
、
後
者
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
者
は
、
第
三
者
が
作
成
し
た
書
面
の
内
容
を
閲
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
36
）  Fed. R. Civ. P. 11, 1938.

「
訴
訟
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
の
少
な
く
と
も
一
人
は
、
す
べ
て
の
プ

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
個
人
名
で
署
名
し
、
か
つ
、
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
人
訴
訟
の
場
合
に
は
、
当
事
者
本
人
が
、
プ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
書
面
に
署
名
し
、
か
つ
、
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
規
則
な
い
し
制
定
法
に
お
い
て
ほ
か
に
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
へ
の
真
実
宣
誓
ま
た
は
宣
誓
供
述
書
の
添
付
は
要
さ
な
い
。Answ

er

に
お
け
る
主
張
が
宣
誓
の
下
に
な
さ
れ
た
場
合
、
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当
該
主
張
を
反
証
す
る
に
は
、
二
名
の
証
言
、
ま
た
は
、
一
名
の
証
言
（
当
該
証
言
者
の
信
用
性
が
、
補
強
的
な
状
況
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
者

で
あ
る
場
合
に
限
る
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
弁
護
士
に
よ
る
署
名
は
、
次
の
事
項

を
確
証
し
た
も
の
と
す
る
。
署
名
者
が
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
を
確
認
し
た
こ
と
、
自
己
の
経
験
・
情
報
・
信
念
に
照
ら
し
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
書
面
の
内
容
を
基
礎
づ
け
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
、
書
面
が
、
訴
訟
遅
延
を
招
く
目
的
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
が
、
署
名
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
、
本
規
定
の
目
的
に
反
す
る
意
図
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
書
面
を
、
不
誠
実
か
つ
虚
偽
を
理
由
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
訴
訟
は
、
当
該
書
面
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と

し
て
進
行
す
る
。
本
規
定
の
意
図
的
な
違
反
に
対
し
、
弁
護
士
は
、
適
切
な
懲
戒
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
中
傷
的
ま
た
は
不
適
切
な
事
項

が
記
載
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
」。

（
37
）  Bernard C. G

avit, The N
ew Federal Rules and State Procedure, 25 A

.B.A
.J. 367, 371 

（1939

）. See generally, Carol Rice  
Andrew

s, Standards of Conduct for Lawyers: A
n 800 -Year Evolution, 57 SM

U
 L. Rev. 1385 

（2004

）（
裁
判
官
の
尊
重
、
濫
訴
の

禁
止
、
虚
偽
陳
述
の
禁
止
な
ど
の
訴
訟
上
の
義
務
は
、
一
九
世
紀
以
前
か
ら
、
モ
ラ
ル
と
し
て
弁
護
士
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
規
範
で
あ
る
）.

（
38
）  Cyclopedia of Federal Procedure, 3rd ed., 

§14. 66.

（
39
）  Sunderland, supra note 26, at 215 -219.

（
40
）  Risinger, supra note 28

は
、
一
貫
し
て
、
ル
ー
ル
11
の
趣
旨
は
、
主
張
の
誠
実
性
（honesty

）
の
確
保
に
あ
る
と
い
う
。

（
41
）  2 M

oore, Federal Practice 

§11. 02 at 2103 -2104 （2nd ed. 1948

）.

（
42
）  Sunderland, The Availability of the N

ew Federal Rules for U
se in the State Courts of O

hio, 4 O
hio St. U.L.J. 143, 146 （1938

）.

（
43
）  Clark, supra note 34, at 408.

（
44
）  C Robert L. Carter, The H

istory and Purposes of Rule 11, 54 Fordham
 L. Rev. 4, 5 （1985

）.

（
45
）  Freem
an v. Kirby, 27 F.R.D. 395, 397 

（1961

）.

事
案
は
や
や
特
殊
で
あ
る
。
本
件
訴
訟
の
原
告
の
訴
訟
代
理
人
を
務
め
た
弁
護
士 

H
olland

は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
っ
て
終
結
し
た
別
訴
の
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
側
弁
護
士
と
被
告
た
る
取
締
役
の
一
人
と
の
間
で

共
謀
が
行
わ
れ
、
不
当
な
内
容
の
和
解
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
疑
い
、
独
自
に
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
共
謀
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
か

な
り
高
い
と
判
断
す
る
に
至
り
、
当
該
取
締
役
を
相
手
に
和
解
無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
そ
こ
で
、
訴
外
会
社
の
株
主

に
対
し
、
原
告
と
な
る
こ
と
を
依
頼
し
て
、
和
解
無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
事
実
上
、
原
告
は
単
な
る
傀
儡
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

（
46
）  Bertucelli v. Carreras, 467 F. 2d 214 （1972

）.



法学政治学論究　第112号（2017.3）

130

（
47
）  Kinee v. Abraham

 Lincoln Federal Savings and Loan Association, 365 F. Supp. 975 （1973

）.

な
お
、
裁
判
所
は
、
原
告
側
弁
護
士

に
対
し
、
被
告
が
負
担
し
た
弁
護
士
費
用
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
規
定
の
明
文
上
は
、
裁
判
所
に
金
銭
的
制
裁
を

課
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
文
言
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
ル
ー
ル
11
の
下
で
の
弁
護
士
費
用
の
支
払
命
令
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か

れ
て
い
た
。
肯
定
す
る
の
は
、N

em
eroff v. Abelson, 620 F. 2d 339, 350 

（2nd Cir. 1980

） （
た
だ
し
、
本
件
事
案
で
は
弁
護
士
の
主
張
が

不
誠
実
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
弁
護
士
費
用
の
支
払
い
を
命
じ
た
原
審
を
破
棄
）、
否
定
す
る
の
は
、U.S. v. Standard O

il Co. 
of California, 603 F. 2d 100 （9th Cir. 1979

）.

（
48
）  1983 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, reprinted in 97 F.R.D. 165, 198 （1983

）, W
right &

 M
iller, supra note 15, at 

§1331.

（
49
）  Com

m
ents, D

eterring D
ilatory Tactics in Litigation: Proposed A

m
endm

ents to Rule 7 and 11 of the Federal Rules of Civil 
Procedure, 26 St. Louis U. L. J. 895, 913 （1982

）.

な
お
、
改
正
案
は
一
九
八
一
年
に
公
表
さ
れ
、
実
質
的
に
そ
の
ま
ま
八
三
年
改
正
へ
と

反
映
さ
れ
て
い
る
。1983 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 48, at 191.

（
50
）  Fed. R. Civ. P. 11, 1983. 
“…to the best of his know

ledge, inform
ation, and belief form

ed after reasonable inquiry it is w
ell 

grounded in fact and dis w
arranted by existing law

 or a good faith argum
ent for the extension, m

odification, or reversal of ex-
isting law,

…
”.

（
51
）  Id. 

“...and that it is not interposed for any im
proper purpose, such as to harass or to cause unnecessary delay or needless in-

crease in the cost of litigation

”.

（
52
）  See generally, Stephen N. Subrin, The N

ew Era in A
m
erican Civil Procedure, 67 A.B.A.J. 1648 （1981

）, Stephen B. Burbank, 
Sanctions in the Proposed A

m
endm

ents to the Federal Rules of Civil Procedure: Som
e Q
uestions about Power, 11 H

ofstra L. 
Rev. 997 （1983

）, Randy L. Agnew, Recent Changes in the Federal Rules of Civil Procedure: Prescriptions to Ease the Pain? 15 
Tex. Tech L. Rev. 887 （1984

）, Arthur R. M
iller, the A

dversary System
: D
inosaur or Phoenix, 69 M

inn. L. Rev. 1 （1984

）, Law
-

rence M
. G
rosberg, Illusion and Reality in Regulating Lawyer Perform

ance: Rethinking Rule 11, 32 V
ill. L. Rev. 575 

（1987

）, 
G
eorgene M

. Vairo, Rule11: A
 Critical A

nalysis, 118 F.R.D. 189 
（1988

）, D
evelopm

ents in the Law, Lawyers

’ Responsibilities 
and Lawyers

’ Responses, 107 H
arv. L. Rev. 1547 （1993 -1994

）.

（
53
）  1983 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 48, at 198, 200.

（
54
）  Id. at 201 -220.
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（
55
）  Richard L. M

arcus, O
f Babies and Bathwater: The Prospects for Procedural Progress, 59 Brook. L. Rev. 761, 795 （1993

）.

（
56
）  W

iliam
 W
 Schw

arzer, Rule 11: Entering A
 N
ew Era, 28 Loyola L. A. L. Rev. 7, 8 （1994

）.
（
57
）  M

argaret L. Sanner and Carl Tobias, Rule 11 A
nd Rule Revision, 37 Loyola L. A. L. Rev. 573, 588 （2004

）.
（
58
）  Id., M

arcus, supra note 55, at 795, Stephen B. Burbank, The Transform
ation of A

m
erican Civil Procedure: The Exam

ple of 
Rule 11, 137 U. Penn. L. Rev. 1925, 1927 （1989

）.

（
59
）  A

rthur R. M
iller, The August 1983 A

m
endm

ents to the Federal Rules of Civil Procedure 2 -3 

（Federal Judicial Center 
1984

）.

（
60
）  Id. at 3 -9. See also M

iller, supra note 52, at 2 -12

（
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
る
訴
訟
数
の
増
加
を
、「
訴
訟
爆
発
（litigation explo-

sion

）」
と
呼
ぶ
）.

（
61
）  G

eorgene Vairo, Rule 11 and the Profession, 67 Fordham
 L. Rev. 589, 592 （1998

）.

（
62
）  

た
と
え
ば
、M

arvin E. Frankel, The Search for Truth: A
n U
m
pireal V

iew, 123 U. Pa. L. Rev. 1031 （1975

）, W
ayne D. Brazil, 

The A
dversary Character of Civil D

iscovery: A
 Critique and Proposals for Change, 31 Vand. L. Rev. 1295 （1978

） 

な
ど
。

（
63
）  

司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
を
議
論
す
る
た
め
、
二
〇
〇
名
以
上
の
現
役
判
事
、
法
曹
実
務
家
、
学
者
が
一
堂
に
会
し
た
。

（
64
）  Keynote Address by H
onorable W

arren E. Burger, A
ddresses D

elivered at the N
ational Conference on the Causes of Popular 

D
issatisfaction with the A

dm
inistration of Justice, 70 F.R.D. 79, 90 （1976

）.

（
65
）  Kutak Com

ission, D
iscussion D

raft January 30th （1980

）.

こ
の
ド
ラ
フ
ト
は
、
一
九
八
三
年
に
採
択
さ
れ
たM

odel Rules of Profes-
sional Conduct 

の
草
案
で
あ
る
。See also, G

eoffrey C. H
azard Jr., A

rguing the Law: The A
dvocate

’s D
uty and O

pportunity, 16 
G
eorgia L. Rev. 821 

（1982

） （
ド
ラ
フ
ト
案
作
成
の
際
、
レ
ポ
ー
タ
ー
を
務
め
たH

azard

教
授
は
、
弁
護
士
が
、
主
張
書
面
に
お
い
て
自
己

に
有
利
な
情
報
の
み
を
開
示
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
）.

（
66
）  Lee Ann Pizzim

enti, A
 Lawyer

’s D
uty to Reject G

roundless Litigation, 26 W
ayne L. Rev. 1561 （1980

）, W
esley A. Cann, Jr., 

Frivolous Lawsuits ‒the Lawyers

’ Duty to Say 

“No

”, 52 U. Colo. L. Rev. 367 （1981

）.

（
67
）  G

eorgene M
. Vairo, Rule 11: W

here W
e A
re and W

here W
e A
re G
oing, 60 Fordham

 L. Rev. 475, 480 （1991

）.

（
68
）  See generally, G

eorgene M
. Vairo, Rule 11 Sanctions 12 -15 （3rd ed. 2003

）. 

な
お
、
八
三
年
改
正
に
関
す
る
そ
の
他
の
批
判
に
つ
い

て
は
、
加
藤
〈
司
会
〉・
前
掲
注
（
9
）
三
一
頁
、
浅
香
・
前
掲
注
（
10
）
一
五
八
頁
、
椎
橋
・
前
掲
注
（
10
）
六
二
三
頁
、
酒
井
・
前
掲
注
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（
10
）
六
四
頁
を
参
照
。

（
69
）  M

elissa L. N
elken, Sanctions U

nder A
m
ended Federal Rule 11 ‒Som

e 

“Chilling

” Problem
s in the Struggle Between Com

pen-
sation and Punishm

ent, 74 G
eo. L. J. 1313 （1986

）.
（
70
）  W

illiam
 W
. Schw

arzer, Rule 11 Revisited, 101 H
arv. L. Rev. 1013 （1988

）.
（
71
）  
九
三
年
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Sanner &

 Tobias, supra note 57

が
詳
し
い
。

（
72
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, reprinted in 146 F.R.D. 401, 507 

（Scalia

最
高
裁
判
事
（
当
時
）
は
、
九
三
年
改
正
に
よ
る
制
裁

の
緩
和
は
、
ル
ー
ル
11
の
実
用
性
お
よ
び
趣
旨
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
改
正
案
に
反
対
す
る
）.

（
73
）  Fed. R. Civ. P. 7 （a

）.

（
74
）  W

right &
 M
iller, supra note 15, at 

§1190.

（
75
）  ABA Standards and G

uidelines for Practice under Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure, 121 F.R.D. 101, 111 

（1988

）.

裁
判
例
と
し
て
、Adduono v. W
orld H

ockey Ass

’n, 824 F. 2d 617, 621 （8th Cir. 1987

） 

な
ど
（
当
事
者
間
で
の
み
交
換
さ
れ
、

裁
判
所
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
和
解
条
項
書
面
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
を
否
定
）。

（
76
）  Vairo, supra note 68, at 205. 
な
お
、
宣
誓
供
述
書
が
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
も
認
め
て
い
る
。Business 

G
uides, Inc. v. Chrom

atic Com
m
unications Enters., Inc., 498 U.S. 533, 546 （1991

） （
た
だ
し
、Kennedy, J. dissenting, at 562

は
、

宣
誓
供
述
書
は
、
裁
判
権
の
発
動
を
引
き
起
こ
す
書
面
で
は
な
い
か
ら
、
ル
ー
ル
11
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
反
対
す
る
）.

（
77
）  D

avid H
err, Roger S. H

aydock and Jeffrey W
. Stem

pel, M
otion Practice （7th ed. 2016

） 

§3. 07.

（
78
）  

わ
が
国
の
陳
述
書
の
利
用
方
法
を
め
ぐ
っ
て
も
、
陳
述
書
は
書
証
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
機
能
は
準
備
書
面
と
重
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘

が
あ
る
。
高
橋
・
前
掲
注
（
1
）
八
一
二
頁
。

（
79
）  John H
. G
arvey, The A

ttorney

’s A
ffidavit in Litigation Proceedings, 31 Stan. L. Rev. 191, 194 -197 （1979

）.

（
80
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 72, at 592.

（
81
）  

“it is not being presented for any im
proper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the 

cost of litigation

”.

（
82
）  

“the claim
s, defenses, and other legal contentions are w

arranted by existing law
 or by a nonfrivolous argum

ent for extend-
ing, m

odifying, or reversing existing law
 or for establishing new

 law

”.
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（
83
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 72, at 587.

（
84
）  

“the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, w
ill likely have evidentiary support after a 

reasonable opportunity for further investigation or discovery

”.
（
85
）  
“the denials of factual contentions are w

arranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on be-
lief or lack of inform

ation

”.

（
86
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 72, at 585.

（
87
）  W

right &
 M
iller, supra note 15, at 

§1337.

（
88
）  

制
裁
に
は
、
非
金
銭
的
な
命
令
（
主
張
書
面
の
排
斥
、
弁
護
士
に
対
す
る
訓
戒
な
い
し
戒
告
、
倫
理
教
育
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
命
令
、
他

の
懲
戒
機
関
へ
の
処
分
委
託
命
令
な
ど
）、
裁
判
所
に
対
す
る
過
料
な
ど
が
あ
る
。
弁
護
士
費
用
の
全
部
賠
償
命
令
ま
た
は
一
部
賠
償
命
令
を
課

す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
事
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

（
89
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 76, at 587 -588.

（
90
）  

そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、
⒝
⑶
項
違
反
を
問
題
と
す
る
場
合
で
、
理
由
開
示
命
令
が
発
令
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
訴
え
が
取
下
げ
ら
れ
る
か
、

和
解
が
成
立
す
る
前
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。

（
91
）  W

right &
 M
iller, supra note 15, at 

§1337. 3.

（
92
）  

酒
井
・
前
掲
注
（
10
）
三
九
頁
以
下
は
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

（
93
）  

三
木
＝
山
本
編
・
前
掲
注
（
1
）
一
八
四
頁
以
下
。
な
お
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
は
、
そ
の
施
行
時
か
ら
、
訴
訟
手
続
を
懈
怠
し
た
者
に
対

す
る
制
裁
規
定
と
し
て
、
欠
席
判
決
（default judgm

ent

）
の
制
度
や
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
手
続
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
規
定
が
存
在
し
た
。

さ
ら
に
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
を
も
制
裁
対
象
と
し
た
制
定
法
と
し
て
、
裁
判
所
侮
辱
の
制
度
や
、
連
邦
費
用
法
（28 U.S.C. 

§1927

）

が
存
在
し
た
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
、
制
裁
の
賦
課
よ
り
も
実
体
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
に
前
向
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
制
裁
規
定
が
、
実
務

に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
弁
護
士
の
訴
訟
追
行
の
あ
り
方
に
対
す
る
不
満
の
高
ま
り
や
、
裁
判
制
度
の

負
担
増
加
に
伴
い
、
制
裁
規
定
に
は
、
徐
々
に
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
七
〇
年
の
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ

リ
改
正
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
規
定
の
整
備
が
一
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
、M

aurice Rosenberg, Sanc-
tions to Effectuate Pretrial D

iscovery, 58 Colum
. L. Rev. 480 

（1958
）, N

otes, Sanctions Im
posed by Courts on A

ttorneys W
ho 

A
buse the Judicial Process, 44 U. Chi. L. Rev. 619 （1977

）, Rodes et al., supra note 47

を
参
照
。
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（
94
）  

加
藤
・
前
掲
注
（
1
）
二
九
〇
頁
、
高
橋
宏
志
「
民
事
訴
訟
引
延
し
と
弁
護
士
倫
理
・
懲
戒
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
七
五
号
（
一
九
九
五
年
）
八
頁
。

（
95
）  1993 Advisory Com

m
ittee

’s N
ote, supra note 72, at 584 -585. 

両
者
を
併
せ
て
「litigants

」
と
呼
び
、litigants

に
は
「
誠
実
義
務

（duty of candor

）」
が
課
さ
れ
る
と
論
じ
る
。
義
務
の
性
質
は
、
何
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

（
96
）  G

oad v. Rollins, 921 F. 2d 69, 71 （5th Cir. 1991

） 

な
ど
。

（
97
）  Vairo, supra note 68, at 276 -285.
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